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2020年6月26日、本社を新宿区新宿（新宿オフィス）から港区南青山（現きらぼし銀行本店（青山オフィス））に移転しましたので、
お知らせいたします。

◦本社移転について

（英文名称：Kiraboshi Bank, Ltd. ）

グループ会社
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（8月開業予定）

首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。

経営理念

経営方針
独自性のある金融サービスの提供により、地元地銀として永続的に存在する

お客さまや地域経済の発展に貢献するために、東京圏の特色を活かして挑戦し続ける

お客さま、地域、職員の「思い」を大切にして、常に信頼され必要とされる存在になる

きらりと光る銀行

チャレンジする銀行

思いをつなぐ銀行
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　皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り、誠にあ
りがとうございます。
　このたび、代表取締役社長に就任した渡邊壽信でござ
います。
　社長の重責を担い身が引き締まる思いですが、日頃よ
りご愛顧いただいている地域の皆さまとともに歩み発展
できるように、首都圏においてお客さまから真に愛される
地域No.1の都市型地銀グループを目指し、たゆまぬ努
力を続けてまいります。
　今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上
げます。
　さて、今年に入り国内でも感染が拡大した新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けられた皆さまには、心より
お見舞い申し上げます。こうした緊急事態が起こった時
こそ、地域の皆さまのお役に立つことが、私ども金融機関
の存在意義であることを強く認識し、社会的使命を果た
してまいりました。具体的には、2月に取扱いを開始した
「緊急融資制度」に加えて、3月からはお客さまのニーズ
にお応えし、審査期間を原則3営業日以内にした
「COVID－19きらぼしファンド」の創設、さらに「融資相
談窓口」や「休日相談窓口」を設置したほか、日本政策金
融公庫との連携を図るなど、地域の皆さまにご相談いた
だける体制を整えてまいりました。
　このような中、2018年5月に誕生したきらぼし銀行に

おきましては、本年5月にシステム統合が完了いたしまし
た。統合期間中のサービスの一時休止や商品等の変更
など、お客さまには多大なご不便をおかけすることとなり
ましたが、全店舗で同一のサービスの提供が可能となり
ました。
　この統合により真のワンバンクが実現し合併の強みを
活かした統合シナジー効果が更に発揮できることとなり、
今後はお客さまの利便性向上に向けた取組みをより一
層加速させてまいります。
　また、中期経営計画「スタートアップ☆きらぼし」は今年
度が最終年度となります。目指すべき将来像を「金融にも
強い総合サービス業」とし、お客さまの様々なニーズにお
応えするため引き続きグループ総合力の強化に取り組ん
でまいります。
　このほか、お客さま本位に徹した活動をさらに実践す
るために、本年8月に開業する「きらぼしライフデザイン
証券」では、お客さまのニーズに沿った提案を心掛け、よ
り質の高いコンサルティング機能の充実を図ってまいり
ます。
　今後も地域の発展に貢献し、お客さまにご満足いただ
けるグループを目指してまいります。引き続き、当社グ
ループへの温かいご支援とご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。
� 2020年7月

ごあいさつ

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表取締役社長
株式会社きらぼし銀行�取締役頭取
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中期経営計画への取組みについて

　このような中、5年後、10年後を見据えて中期経営計
画｢スタートアップ☆きらぼし｣を策定し、「コンサルティン
グ機能の充実」、「『対話』により選ばれ、信頼される人材
の育成」、「お客さまとの接点強化を図るための業務改
革」の3つを主要施策に掲げ、新たなビジネスモデルへの
挑戦と経営の効率化に取り組んでおります。
　また、ビジネスモデルを「『対話』を起点としたビジネス
モデルの構築」と定め、お客さまからの信頼を得て「ファー
ストコール」をいただける銀行を目指しております。
　中期経営計画がスタートしてから2年が経過しました
が、大きく3つの点において効果が現れてきております。
　一つ目が、「経営の効率化」です。当社グループのきら
ぼし銀行は3行をひとつにするという合併を選択し、その
結果として、主に店舗統合、システム統合、さらに人員の
効率化において効果が現れております。一方、合併にか
かるコストも毎年30億円以上、多いときには40億円以
上を費用計上してきましたが、それも今年度（2020年
度）で最後となり、今後は合併による経費削減効果が直
接業績に繋がることとなります。
　二つ目が、「本業支援活動」です。本業支援活動は、お
客さまのニーズにあわせた情報提供を行う活動であり、
当社グループではファーストコール活動として位置づけ
ております。ファーストコールとは、法人や個人事業主の
お客さまに対して本業支援を行うことや個人のお客さま
に対してライフプランの支援を行うことであり、その先数
をＫＰＩ（年間7,000件）に定め活動をしております。活動
結果としては2018年度11,290先、2019年度14,870

お客さまから「ファーストコール」をいただける　  「金融にも強い総合サービス業」を目指して
Top Message

　昨今、高齢化や人口の減少、企業においては後継者不
足による事業承継問題など社会的問題が深刻化してお
ります。
　一方、当社グループが、営業基盤とする東京圏の事業
環境は、人口の流入により増加が続き、新たな産業が常
に創出され、世の中の流れを変える力を持った企業が集
積する成長も期待できる巨大なマーケットです。
　東京圏のGDPは140兆円を超え、国内の約４分の1を
占め、貸出金残高も230兆円超と国内の約40％という
ボリュームです。このマーケットを活かし地域とともに持
続的に成長していくことが、当社グループの課題でもあ
ります。
　また、最近では新型コロナウイルス感染症の拡大や気
候変動に伴う問題も拡がっており、持続可能な社会を築
き上げていくうえでは、地域金融機関の役割は一段と重
要性を増してきております。
　私のキャリアを申し上げますと、信用リスク管理や事業
再生支援に約20年携わり、バブル崩壊後の不良債権処
理やリーマンショック後の事業再生などを数多く経験し
てきました。ひとつ言えることがあるとすれば、景気には
サイクルがあり「永遠に続く危機はない」ということです。
そして、このような時にこそ、企業の特に中小企業の皆さ
まのお役に立てることが金融機関の社会的使命だと考え
ております。
　このたびの新型コロナウイルス感染症によるマーケッ
トの混乱や事業継続など世界的な危機も、必ず乗り越え
られるものと信じております。
　

　このたび、代表取締役社長に就任いたしました渡邊壽
信でございます。
　当社グループの経営理念に基づき、地銀グループとし
ての責任を果たし、お客さまや株主の皆さまに愛される

「金融にも強い総合サービス業」を目指し尽力してまいり
ますので、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願
い申し上げます。
　このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くな
りになられた方々、ご遺族の皆さまには謹んで哀悼の意
を表します。また、罹患された皆さまと、感染拡大により生
活に影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞いを申し
上げます。

はじめに

地域経済の持続的な成長に向けて経営環境と機会

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表取締役社長
株式会社きらぼし銀行　取締役頭取
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先と目標を大きく超過しております。また、ファーストコー
ル活動が継続的かつ安定的な収益に結び付いており、法
人役務収益を中心として2018年度21億円、2019年度
44億円と着実に結果が現れております。
　三つ目が、「グループ戦略」です。お客さまからの多岐
にわたる課題を解決するためには、グループ総合力の強
化が不可欠です。そのため、コンサルティング会社や、
フィンテック会社、キャピタル会社を設立してまいりまし
た。また、今年の8月には証券会社の開業を控えており、
これにより当社グループの整備をほぼ終えることができ
ました。今後はグループ一体となり、お客さまのニーズに
お応えし、お客さまとともに成長していく所存です。
　これらにより、2019年度で、当期純利益（FG）76億円、
コア業務純益（BK）155億円、コアOHR（BK）77％となり、
中期経営計画最終年度で掲げている目標計数を、2年目

で全て達成することができました。
　また、中期経営計画ではお客さまのニーズにお応えす
るため、以下の施策にも注力してまいりました。

海外戦略（東京圏から東南アジアへ）

　中小企業のお客さまにとって、海外、特に活気溢れる　
東南アジア地域でのビジネス展開が重要性を増してきて
おり、海外サポートの強化に取り組んでまいりました。具
体的には、従来の製造拠点を海外に移すことではなく、日
本の高い技術や質の高いサービス・商品を東南アジアの
企業に繋げることにより、私どものお客さまを元気にする
ことです。そして、これは国内のみでは困難であり、事業
承継なども視野に入れ、海外に目を向けることで可能に
なってきます。その為に、ビジネスに有用な情報収集を図
るべく、2019年7月にシンガポールの現地ファンドへの
出資や人材派遣を実施しました。また、同月には東南アジ
アに122拠点（2019年12月時点）を有する韓国の新韓
金融グループの日本現地法人である株式会社SBJ銀行
との業務提携を開始し、情報拠点の幅が格段に拡がりま
した。このほか、中国上海のコンサルティング子会社に加
え、2019年10月にベトナム・ホーチミン市に現地法人を
開設するなど体制を強化しております。

多様なステージでのサポート

　当社グループでは、企業の創業期から成長期・成熟期
まで多様なステージで支援できる体制を整えております。
2018年9月に設立したきらぼしキャピタルでは、お客さ

まのニーズにあわせ２本のファンドを設定しております。
一つが、事業承継ニーズに対応する「夢・かがやき1号
ファンド」です。もう一つが、ＩＰＯ等に向けた資本増強に
対応する「夢・はばたき1号ファンド」です。2019年3月に
組成した「夢・はばたき1号ファンド」は約1年間で11先の
投資実行を行っております。
　また、「創業といえばきらぼし銀行」をスローガンに創
業期のお客さまにも支援の力を入れており、創業支援件
数も2019年3月期5,322件、2020年3月期10,652件
と着実に実績を積み上げております。

お客さま本位の業務運営について

　少子高齢化の進展や人生100年時代の到来、年金に
対する不安等を背景に、今後ますます拡大、多様化する
お客さまの資産運用に対するニーズに対応していく必要
があります。　
　真にお客さま本位の業務運営を更に追求するために
は、これまで以上にお客さまのニーズに応える商品ライン
アップを拡充するとともに、資産運用に対する専門性を
高めていくことが重要となります。
　その実現に向けて、2020年8月に証券子会社を開業
する予定です。設立の狙いは、長期分散投資を基本とし
た高齢者でも分かりやすい安定的な運用プランを提供す
るとともに、預かり資産残高の営業に注力することで残
高管理手数料で成り立つビジネスモデルを確立すること
にあります。また、お客さま本位の業務運営の一環として、
大口顧客の投資信託販売手数料の無料化を予定してお
り、お客さまの運用効率（コスト・リターン）の向上を目指
していきます。

デジタル戦略

　お客さまの利便性向上を図るためにはデジタル化を欠
かすことができません。きらぼし銀行誕生後、システム統
合の制約により、取り組めなかったデジタル化を、本年5
月にシステム統合がなされたことで順次進めていくこと
が可能となりました。「目指すべき姿」としては印鑑レス・
現金レス・ペーパーレスです。
　また、フィンテックにも力を入れており、当社グループ
のきらぼしテックにより「前給サービス」を活用したデジタ
ルマネーチャージの研究を進めてまいりました。現在は、
前給をご利用いただいている方に対するデジタルマネー
チャージ機能の提供とすべての給与所得者に対するウォ
レット機能の提供の実現に向け進めております。

人材育成

　当社グループが掲げている『対話』によるコンサルティ
ング営業を推進していくためには、コンサルティングを行
う自らが考えて行動できる人材「きらぼしびと」を育てる
ことが重要です。そのために、研修プログラムを大幅に
見直し、従来の座学研修に加え対話型研修を多く組み入
れております。また、お客さまへの提案は金融以外も多く、
外部機関への派遣や専門人材・外国人の採用も積極的
に行っております。
　今年度は、中期経営計画の集大成となるため、同計画
で掲げたKPIを着実に実行していくとともに、急速な環境
変化にも十分対応できるように、スピード感を持って、そ
の変化に果敢にチャレンジしていきます。
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※（FG）東京きらぼしフィナンシャルグループ、
　（BK）きらぼし銀行
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継続して見込める収益へ

成約年度
■ 2020年度
■ 2019年度
■ 2018年度

（億円）

19/3  11,290先 20/3  14,870先先数、収益

21／3予20／319／3

ベトナム現地法人開業式典

ファーストコール活動
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　2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の感染が
拡大し、人とモノ、サービスの動きが停滞する等、事業・生
活環境は厳しさを増しております。
　経済情勢が悪化する中で、金融機能のより一層の発
揮が求められており、中小企業の資金繰りや業況の急激
な悪化に対する支援体制を強化し、2020年2月に緊急
融資制度を創設するなど迅速かつ積極的な対応を図っ
ております。
　また、お客さまや職員の健康・安全に最大限配慮し、外
出自粛への対応を踏まえつつ、各本部および営業店にお
いて同一業務従事者の同時感染リスクを軽減していくこ
とで、業務の継続ができる態勢を構築しております。
　加えて、職員の働き方も、このたびの新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を防止する観点からオンライン会議
や在宅勤務の普及が進み、大きく変わってきております。

　2020年5月6日には、合併後も併用していた2つの基
幹系システムを統合いたしました。この過程において、商
品・サービスの変更やATM等のサービスを一次休止する
など、お客さまにはご不便をおかけしましたが、皆さまの
ご理解とご協力を賜り、システム統合を無事に完了する
ことができました。
　これにより、きらぼし銀行のすべての店舗において共
通したサービスをご利用いただけるようになりました。　
　今後は、利便性の高い商品・サービスをより迅速にご
提供することが可能となり、皆さまのニーズに幅広くお応
えしてまいります。

　コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つと
して捉え、社外役員、外部有識者の知見も活用した上で、
グループ経営管理態勢や監督機能の強化を進めており
ます。
　また、法令遵守を経営の最重要課題の一つとして位置
づけ、コンプライアンス重視の企業風土の醸成を進める
ことで、業務の健全性と適切性の確保に努めております。
　こうした中で、2019年6月にきらぼし銀行の元行員に
よる不祥事件（現金着服事件）が発覚いたしました。被害
に遭われたお客さまをはじめ、お取引いただいているお
客さま、株主の皆さま並びに地域の方々にご迷惑とご心
配をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。
　このような事態を招いたことについて役職員一同深く
反省し、｢再発防止プロジェクトチーム」を設置し、弁護士
や社外監査役等をメンバーに加え、その知見等を活かす

とともに、営業担当者の行動規範等を含む抜本的な再発
防止策を実施し、信頼回復に向けて全力を挙げて取り組
んでおります。
　また、サイバーセキュリティ管理態勢の強化の一環とし
て、平時の対策や有事の対応の両面で演習にも取り組ん
でおります。今後も、テレワークの推進やデジタル技術を
活用した新しいサービスや業務改革等を展開していく予
定であり、外部などからの攻撃に対するコンピュータシス
テム・機器・通信ネットワークの安全性や信頼性の確保お
よび各種情報の安全管理に努めてまいります。
　今後とも、株主の皆さまやお客さま、社会から信頼され
るグループとして、リスクオーナーシップや企業倫理が徹
底・浸透できる態勢の構築をさらに進めてまいります。

　当社グループでは、2019年5月にSDGs宣言を表明
し、「環境保全」「地域社会への貢献」「お客さまとの共通
価値の創造」「職員の働き方改革と、ダイバーシティの推
進」「株主・投資家との対話」を主要テーマとして掲げ、持
続可能な社会の実現に向け取り組んでおります。
　特に、気候変動への対応は自然資本を守り、生態系
サービスの維持にもつながります。地球温暖化への危機
感が強まる中、持続可能な地域社会を構築していくには
二酸化炭素排出量実質ゼロを目指していく必要がありま
す。
　当社グループとしても、フィンテックを活用した金融取
引による省資源・省エネルギー化や、SDGｓ私募債の取
扱開始など金融サービスを通じた取引先企業のSDGs
推進支援、業務の効率化・生産性向上による環境負荷軽

　当社グループは、設立して間もない企業であるがゆえに、
金融機関のビジネスモデルが大きく変わろうとしている時
代において、何にでもチャレンジできる風土があります。
　今後とも地域の皆さまとともに、合併効果を最大限に
発揮しつつ、人間力とグループ各社の総力により、地域
経済・地域社会の持続的発展に貢献していく所存でござ
います。引き続き、当社グループへの温かいご支援とご
愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.

Top Message

新型コロナウイルス感染症への対応 システム統合

ガバナンス
ＳＤＧｓの取組み

おわりに

きらぼし銀行（青山本店）

減、環境保全・保護に向けた社会貢献活動など、今後も、
地域における社会・環境課題の解決と持続的な成長に貢
献する取組みを進めてまいります。

Ⓒ1976, 2020 SANRIO CO., LTD.  
　APPROVAL NO. L611573
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科　目 2020年3月期 2019年3月期 前期比

経常収益 94,031 78,777 15,254

経常利益 2,347 3,480 △ 1,133

親会社株主に帰属する当期純利益 7,657 4,914 2,743

連結自己資本比率 8.65% 8.86% △ 0.21％

科　目 2020年3月期 2019年3月期※ 前期比

経常収益 83,737 79,202 4,535

コア業務粗利益 67,791 67,617 174

うち資金利益 56,482 57,087 △ 605

経費 52,240 54,601 △ 2,361

コア業務純益 15,550 13,015 2,535

与信費用 11,411 4,381 7,030

経常利益 4,756 4,496 260

当期純利益 8,672 5,768 2,904

決算ハイライト〈きらぼし銀行（単体）〉

東京きらぼしフィナンシャルグループ連結業績 （単位：百万円）

個人 法人 その他

30,228

46,60347,159 45,585

29,84131,583

14,098
1,258 2,0651,472

14,69514,102

2019年
3月末

2020年
3月末

2018年
3月末

投資信託 保険 公共債

2,146

4,6264,776 4,920

1,9082,053

2,415
359 276438

2,4412,284

2019年
3月末

2020年
3月末

2018年
3月末

預金等残高 （単位：億円） 預かり資産残高 （単位：億円）

製造 3,295 (8.7%)
建設

1,964 (5.2%)

卸・小売
4,424 (11.7%)

金融・保険
1,840 (4.8%)

不動産取引
4,163 (11.0%)

不動産賃貸
5,336 (14.1%)

その他
4,242 (11.2%)

個人
8,341(22.1%)

サービス
4,088 (10.8%)

破産更生債権等 危険債権 金融再生法開示債権比率要管理債権

69

767

2.06

767

2.03

73

651

4728

666

2019年
3月末

2018年
3月末

743

1.93

51

60

631

2020年
3月末

自己資本 自己資本比率

2,813

9.05

2,813

8.86

2019年
3月末

2018年
3月末

2,852

8.65

2020年
3月末

業種別貸出金残高および構成比 （単位：億円）

金融再生法開示債権 （単位：億円、％）

連結自己資本比率（国内基準） 東京きらぼしフィナンシャルグループ （単位：億円、％）

個人 中小企業 中堅・大企業

2019年
3月末

2020年
3月末

2018年
3月末

8,488

37,69836,762 36,961

8,3418,698

22,194

4,7461,532 1,4231,667

23,240

4,694

21,305

5,090

地方公共団体

国債 地方債 短期社債・社債

3,222

9,491
12,004 10,892

2,5374,404 627
4,033
2,697310 270

404

539

2,443
3,700541

2,681
3,971

その他の証券株式

2019年
3月末

2020年
3月末

2018年
3月末

経費 コア業務粗利益

573
715

546
676

80.2 80.7

※コアOHR＝ ×100コア業務粗利益
経費

※ 合算ベース(2019年3月期)：2018/5～2019/3のきらぼし銀行の計数＋2018/4の3行単純合算の計数

2019年※

3月末
2018年
3月末

522
677

77.0

2020年
3月末

貸出金残高 （単位：億円）

有価証券残高 （単位：億円）

コアOHR （単位：億円、％）

きらぼし銀行（単体） （単位：百万円）

経常利益
親会社株主に

帰属する
当期純利益

2021年3月期配当予想（普通株式1株当たり）

中間配当 期末配当 年間配当金

57億円 40億円 30円 30円 60円

業績の予想は、現時点で入手可能
な情報に基づき判断した見通しで
あり、多分に不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、予想値と異な
る場合があります。

東京きらぼしフィナンシャルグループの2021年3月期連結業績予想

※　合算ベース(2019年3月期) ： 2018/5～2019/3のきらぼし銀行の計数＋2018/4の3行単純合算の計数

※ 2018年3月末につきましては、3行単純合算の計数を記載しております。

業績ハイライト

※　2020年度（2021年3月期）の業績予想には新型コロナウイルス感染症の影響は含まれておりませんが、新型コロナ
ウイルス感染症を起因とした業況悪化先に対する予防的な引当を2019年度（2020年3月期）に22億円計上済みで
あります。

109

業
績
ハ
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ラ
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ト
／
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算
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ラ
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ト
〈
き
ら
ぼ
し
銀
行（
単
体
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 「金融にも強い総合サービス業」
グループブランドの確立へ

将来像に向かってグループ総合力で取組む

マイナス金利政策の継続

異業種企業の参入

少子高齢化

Fintechの加速

外
部
環
境

質の高いサービスの提供

グループ経営管理の強化

企業価値の向上

経営環境変化への適切な対応

内
部
環
境

新銀行東京と経営統合

4月

2016

2019

10月 ベトナム現法を開設

8月 3社を当社の完全子会社に変更
グループ機能の強化

（東京きらぼしリース、きらぼし
システム、きらぼしJCB）

12月 証券子会社を設立
東京圏における新たな
証券ビジネスへの挑戦

2018

9月 きらぼしキャピタル設立
メザニン・出資（IPO含）
等のニーズに対応

5月 きらぼし銀行誕生

2017
4月

11月

きらぼしコンサルティング設立
総合金融サービス向上に向け
コンサルティング機能を強化

きらぼしテック設立
フィンテック分野への展開

中期経営計画

①「東京圏の新型タイプの都市型地銀」の創造
②東京圏の発展に当社グループが貢献していく決意
  （東京圏における存在感）
③「チャレンジ＆スピード」をベースとした起業家精神

コンセプト
①コンサルティング機能の充実

コンサルティング機能を充実することでファースト
コールをいただける銀行を目指す

②対話により選ばれ、信頼される人材の育成
「きらぼしびと」の育成
「きらぼしびと」とは、お客さまから信頼され、お客さ
まの立場に立って考動でき、その結果として成功を
体験できる人材

③お客さまとの接点強化を図るための業務改革
仕事に対する意識と価値の改革により、仕事の意
義と心の充実を感じる働き方を実現

主要施策

「対話を起点としたビジネスモデルの構築」
　お客さま、地域、投資家、職員との「質」の高い接
点を持ち、皆さまの満足度向上につながる経営を目
指す

ビジネスモデル

目標計数

金融にも強い総合サービス業を目指してグループ総合力で取組む

将来像

「金融にも強い
総合サービス業」

子会社への先行投資、
市場環境の変化等の影響

当期純利益（東京きらぼしFG） OHR（きらぼし銀行）
ファーストコール活動等

諸施策の効果
23/3目指す計数
75%以下

コア業務純益（きらぼし銀行） ファーストコール（きらぼし銀行）
実績 （先）

11,290

14,870

年間目標
7,000先

19/3 20/319/3 20/3

85%

75%

80.7%

77.0%

中計
目標計数
80%以下

■実績　■中期経営計画
（億円）

中計目標
60億円

49
76

100億円
以上修正計画

65

業績予想業績予想
4040

19/3 20/3 21/3
（予）

23/3 19/3 20/3 21/3
（予）

23/3

130
155

実績　
（億円）

160億円
以上

修正計画
142

業績予想業績予想
147147

■ ■中期経営計画
中計目標
125億円

グループ間連携によるソリューションの提供
・企業価値向上コンサルティングサービスの提供　　・お客さま本位に徹した営業活動の実践　　・首都圏商社機能の発揮

信用保証 各種
サービス銀  行 コンサル

ティング カードリースフィンテック
（テック）

グループ一体となって課題を共有

課 

題

グループ収益力の向上

課題解決メニューを提供

グループ提案力の拡充

キャピタル 海外サポート 証券子会社
銀・証連携

販路拡大

創業・起業

外部専門機関 外部連携機関

設備投資

経営改善

海外進出 お客さま

人材不足 資産形成

M&A 事業承継 資本増強

資産運用 相続

株主の皆さま株主還元 企業価値向上継続的かつ安定的な配当を実施 グループ機能の強化により
グループ価値を向上

2020
5月 システム統合

6月 本社移転
新宿区（新宿オフィス）から
港区（現きらぼし銀行本店

（青山オフィス））に移転

8月 きらぼしライフデザイン
証券を開業予定

10月

東京TYフィナンシャルグループ誕生

2014
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【ビジネスモデルを支える強固な経営基盤】
コーポレート・ガバナンス、統合的リスク管理、コンプライアンス、財務資本、人的資本、
知的資本、社会・関係資本

【CSR経営】
経営理念のもと、「地域経済への貢献」「地域社会への貢献」「環境問題への取組み」の
3つを行動指針とし、持続可能な地域社会の形成に貢献

お客さまの理解から始まり、お客さまに選ばれることが、 最終的には利益につながるビジネスモデル

きらぼしKPI先への行動

お客さまからの評価
（お客さま目線でのチェック）

きらぼしKPIのコンセプト
足元の業績にとらわれず

将来につながる活動を目的とする

行動の見直し（スキルアップ）を継続し、
より質の高い提案を増加させていく

ファーストコールの提案内容 “対話”、お客さまアンケート

2022年度　当期純利益100億円以上

きらぼしKGIの達成

お客さま満足と企業業績の両立

ニーズにあった提案（KPI）

ファーストコール（きらぼしKPI）

お客さま評価の確認

主な提案ジャンル

担当者

Ｋ
Ｐ
Ｉ
フ
ァ
ー
ス
ト
コ
ー
ル

認
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

お客さま評価
◦本業支援・メイン化 等
◦M&A、事業承継 等
◦水先案内、ビジネスマッチング 等
◦貸出金、金融商品 等

年間7,000先

提案・実施

提案・検討

訪問準備

お客さま接点

実態把握

取引先の
経営テーマ
の共有

ファーストコール先コンセプトを体現するPDCA サイクルの循環

共
通
価
値
の
創
造

ファーストコールをいただける銀行に

◦全国一の経済力を 有する東京圏を営業基盤に持つ
◦東京都等の地方公 共団体および関連団体との連携を推進し中小企業とともに歩んできた歴史を持つ
◦貸出中心のビジ ネスモデルに加えて、お客さまとの“対話”を起点としたコンサルティング営業を積極的に推進

ビジネスモデル

・健全な貸出資産
・充実した自己資本

財務資本

・預金
・資産運用・管理
  （投資信託・国債・保険等）
・住宅ローン・目的型ローン
　…など

個人向けサービス

・ 対話を通じた専門性の高いコンサルティン
グサービスのご提供

・ お客さま本位の業務運営の実現
・利便性の向上

お客さま

・ 高齢者社会や気候変動などの環境問題の
解決に資する取組み

・ 営業基盤である地域社会の持続的な発展
への貢献

・ 本業を通じた社会的課題の解決

環境・地域社会

・きらぼしびとの育成
・ 多様な人材がビジネスモデルの実現に向

けて活躍できる環境の整備
・ 柔軟な働き方の提供とワーク・ライフ・バラ
ンスの実現

・多様な人材が活躍

職員

・ 中長期的な株主価値の最大化
・建設的な対話
・ 非財務情報を含む透明性の高い情報開示

株主・投資家

・貸出、為替、信託機能
・エクイティファイナンス
・コンサルティングサービス
・ビジネスマッチング
・創業支援、M&A、事業承継
・海外展開支援
　…など

法人向けサービス

・地域本部制
・グループ連携
・外部との連携
・前給サービス
・インターネットバンキング
・きらぼし銀行アプリ
　…など

その他

・多様な人材
・きらぼしびと※
※ お客さまから信頼され、お客さまの立場に立って考動で

き、その結果として成功を体験できる人材

人的資本

・事業性評価
・コンサルティング機能
・多様な金融手法
・信託機能
・Fintechとの連携

知的資本

・地域に密着した店舗網
・外部機関とのネットワーク
・アジアネットワーク
  （中国、タイ、ベトナムなど）
・きらぼしグループの総合力
・お客さま基盤

社会・関係資本

東京きらぼしフィナンシャルグループの強み

OUTPUT
提供する商品・サービス対話を起点としたビジネスモデル（ファーストコール の循環サイクル）INPUT

活用する経営資源
ステークホルダーと
ともに創出する価値

地域活性化への貢献・ 地域の発展

企業価値の創造 満足度向上 営業基盤の拡充
共通価値の創造
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持続可能な発展に向けて

企業の継続的な発展と株主価値向上のため、経営
の透明性・客観性を高めるとともに、コーポレート・
ガバナンスに関する体制の強化やコンプライアンス
の遵守を図っていくことで、地域社会の発展に努め
てまいります。

株主・投資家との対話

地域の皆さまや次世代を担う子供たち
が安心して健やかに暮らせる、安全で
豊かな生活ができる環境を未来に残す
ため、地域の環境活動や金融サービス
を通じ、気候変動や地球温暖化に配慮
した環境保全・保護に取組んでいくこと
で、持続可能な社会の実現に努めてま
いります。

環境保全

お客さまや地域の皆さまとの対話を深め、誰もが
安心して健やかに暮らせる、安全で豊かな社会づ
くりに取組むことで、持続可能な地域社会の実現
に努めてまいります。

地域社会への貢献

お客さま環境保全

株主・投資家

地域社会

経営
理念

環境 経済

社会

職員

「金融にも強い総合サービス業」を目指す東京きらぼしフィナンシャル
グループは、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金
融グループとして、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢
献します。」という経営理念のもと、企業活動を通じて国連サミットで
採択されたSDGs（持続可能な開発目標）に取組むことで、持続可能
な社会の実現と社会との共通価値の創造に努めてまいります。

東京きらぼしフィナンシャルグループ
SDGs宣言

事業性評価に基づく融資や各種ファンド等の活
用、ならびに起業・創業・販路拡大・事業承継等企
業のライフステージに応じた高度なコンサルティ
ング機能の提供を通じて、お客さまとの共通価値
を創造し、地域経済の持続的成長に貢献してまい
ります。

お客さまとの共通価値の創造

地域No.1の都市型地銀を目指す私たち東京きらぼしフィナン
シャルグループは、CSR経営を実践し、持続可能な地域社会の形
成に貢献することが経営の最重要課題のひとつであると考え、経
営理念のもと、「地域経済への貢献」「地域社会への貢献」「環境問
題への取組み」の3つを行動指針と定め、CSR活動に積極的に取
組んでまいります。 持続可能な地域社会の形成

東京きらぼしフィナンシャルグループ
首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。経営理念

地域経済への貢献 地域社会への貢献 環境問題への取組み

Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.

ワーク・ライフ・バランスの促進を通じて健康経営※

を推進するとともに、女性の活躍支援をはじめ、
性別や年齢を問わず全ての職員が働きがいを感
じ、能力を最大限発揮できる環境をつくることで、
多様な人材の育成及び働き方の実現に取組んで
まいります。

職員の働き方改革と、
ダイバーシティの推進

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

東京きらぼしフィナンシャルグループの
CSRに対する

基本的な考え方

環境保全   P17

E Environment（環境）

お客さまとの共通価値の創造   P21

法人のお客さまへの取組み   P23
個人のお客さまへの取組み   P29

職員の働き方改革と、
ダイバーシティの推進   P31

地域社会（コミュニティ）
への貢献   P19

S Social（社会）

株主・投資家との対話   P35

G Governance（企業統治）

2015年に国連で採択された「持続可能な開発目
標（Sustainable Development Goals）」（以下、
SDGs）達成に向けて、「経営理念」やCSRの「3つ
の行動指針」と親和性の高い、「環境保全」、「地域
社会への貢献」、「お客さまとの共通価値の創造」、

「職員の働き方改革と、ダイバーシティの推進」、
「株主・投資家との対話」の5つの項目を主要テー
マとし、さまざまな商品・サービスの提供やCSR活
動を通して、社会ニーズや問題に取組んでいくた
めに、「東京きらぼしフィナンシャルグループ 
SDGs 宣言」を策定しました。
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　地域の皆さまや次世代を担う子供たちが安心して健やかに暮らせる、安全で豊かな生活ができる環境を未来
に残すため、地域の環境活動や金融サービスを通じ、気候変動や地球温暖化に配慮した環境保全・保護に取組ん
でいくことで、持続可能な社会の実現に努めてまいります。

環境保全

　きらぼしエコ通帳（Web通帳）は、紙の通帳に代えて、きらぼしホーム
ダイレクトで最大37ヵ月のお取引明細をご確認いただけるWeb通帳サー
ビスです。
　きらぼし銀行アプリとは、入出金履歴や残高情報が紙の通帳のように
閲覧できるスマートフォン向けアプリ（無料）です。紙資源の削減にもつな
がり、自然環境にやさしいサービスです。

きらぼしエコ通帳（Web通帳）、きらぼし銀行アプリ

　当社グループのきらぼし銀行では、地球温暖化防止に貢献しながら、健康
な森を未来に引き継いでいくため、｢花粉の少ない森づくり運動｣に協力し
ています。その一環として、東京都農林水産振興財団が運営する「花粉の少
ない森づくり募金」に毎年寄付をしております。

「花粉の少ない森づくり運動」への協力

　SDGsの取組みは、組織の活動に限ったものではありません。一人ひとり
の行動が各ゴールの達成に必要となります。当社グループでは、職員一人ひ
とりが普段行っていることもSDGsにつながっているため、日常行ってい
る行動の一部をご紹介します。今後もSDGsのゴールに向けて、職員が一丸
となって取組んでまいります。
・人のいない所は照明を消すなど節電運動
・クールビズ、ウォームビズの実施
・マイバッグ・マイボトルの推奨
・エコキャップ運動　　　など

一人ひとりの行動が大切

　世界的にESG（環境・社会・ガバナンス）投資への関心が高まる
中、環境事業や環境改善効果のある事業等を資金使途としたグ
リーン投資への取組みが拡大しております。
　当社グループでは、東京都が地方公共団体として初めて発行
したグリーンボンド｢東京グリーンボンド」に投資したほか、
三井住友信託銀行が組成した「グリーン合同運用指定金銭信託

（商品名：UURグリーントラスト）」に投資を行いました。

気候変動への適応（高潮防御施設の整備）（写真提供：東京都）

自然環境の保全（公園の整備）

グリーンボンド・グリーンファイナンスへの投資について

　多摩産材を活用して建設されたきらぼし銀行青山本店と滝野
川支店（兼 事務センター）の建物について、東京都から東京の森
林整備への貢献が評価され、「とうきょう森づくり貢献認証制度

（建築物等による二酸化炭素固定量認証）」の認証を受けました。

滝野川支店（兼 事務センター）

青山本店

「とうきょう森づくり貢献認証制度」に認定

nviroment（環境）E

　CO2削減を目指し、青山オフィスでは、太陽光発電や雨水利
用、屋上緑化設備などの環境設備を導入しております。また、店
内照明のLED電球への切替など、環境に配慮した店舗づくりを
進めています。
　さらに、環境保全につながる金融商品・サービスの提供など、
事業活動を通じて地球温暖化対策に取組んでおります。 青山オフィス

環境に配慮した店舗設備

　「花粉の少ない森づくり運動」の一環として、2019年3月に「企
業の森・きらぼしの森」森林整備に関する協定を締結し、森林保
全活動を通じて、森林の持続可能な管理を促進してまいります。
　また、2019年10月に職員の環境教育を推進し、環境への意識
高揚を図るべく、植樹活動を実施しました。

「企業の森・きらぼしの森」森林整備に関する協定締結

　当社グループのきらぼし銀行では、「花粉の少ない森づくり定期」預金や
「日興エコファンド（インターネット専用商品）」を取扱うなど、環境に配慮
した金融商品の提供を行っております。同預金の取扱いを通じて、東京都
農林水産振興財団が運営する「花粉の少ない森づくり募金」へ寄付してお
ります。また、2020年6月よりSDGsの普及拡大や、環境・社会課題解決の
取組みを支援するため、「きらぼしSDGs私募債」の取扱いを開始しており
ます。このほか、外部機関と連携し、J-クレジット制度※の普及促進に努め
ております。

環境配慮型商品・サービス等の提供

※Ｊ-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組みによる、CO2などの温室
効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

　きらぼし銀行は「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（通称：21世紀金融行動原則）」に署名しております。
　当社グループでは、SDGs達成に向けて、環境・社会課題への取組みを強化し、持続可能な地域社会の発展に努めてまいります。

「21世紀金融行動原則」への署名

　取締役会や経営会議等については紙を使用せず、タブレット等を活用して開催しております。
　また、本部等の稟議書・報告書の作成から回付、承認に加え、その後の文書管理までを電子稟議・報告システム上にて管理するな
ど、ペーパーレス化を進めております。
　ペーパーレス化を図ることで、紙使用量の削減だけでなく、意思決定の迅速化や生産性の向上につながっております。

ペーパーレス会議運営システム・電子稟議・報告システムの活用
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地域社会（コミュニティ）への貢献
ocial（地域社会）S

　お客さまや地域の皆さまとの対話を深め、誰もが安心して健やかに暮らせる、安全で豊かな社会づくりに
取組むことで、持続可能な地域社会の実現に努めてまいります。

澤 慎吾選手
（陸上競技・棒高跳び）

岩佐 暖選手
（スケート競技・ショートトラック）

　Jリーグクラブ「FC東京」を運営する東京フットボールクラブ株式会社
と連携し、毎年開催する応援イベント「きらぼし銀行Day」では、子ども
たちの育成資金の贈呈を行っております。
　また、“すべての人たちがともに分かち合い、心豊かに暮らせるニッポン”
を目指すプロジェクト「SPORTS of HEART」に賛同し、障がい者も健常者
も一緒に楽しめるスポーツと文化の祭典「SPORTS of HEART2019」に
協賛しました。
　このほか、2019年4月に初めてトップアスリート2名を採用するなど、
今後もスポーツ振興を通じて地域社会の発展へ貢献してまいります。
　なお、2人のアスリートが2020年度強化指定選手に認定されました。

スポーツ振興を通じたCSRへの取組み

　2019年3月に城北・西東京地域本部の 「地域対話プロジェクト」の一環として、 「練馬
こぶしハーフマラソン」に協賛を行うとともに、多くの職員がボランティアとして積極的
に参加しました。
　また、2019年12月には港区のマラソン大会「MINATOシティハーフマラソン2019」
が開催され、港区に本店を置く金融機関として、同マラソン大会に協賛しました。 ｢MINATOシティハーフマラソン2019｣に

参加したスタッフ等

地域マラソン大会への協賛

　東京都が起ち上げた障がい者スポーツ（パラスポーツ）のファンサイト「TEAM 
BEYOND※」に登録し、パラスポーツ振興への協力を行っております。
※  TEAM BEYONDは、パラスポーツを通じて、みんなが個性を発揮できる未来を目指すTOKYO発のチームです。

TEAM BEYONDへの協力

　高齢化が急速に進む中、当社グループでは、認知症の方やそのご家族の皆さまが安心し
て暮らせる地域社会を目指し、「認知症サポーター」を養成する取組みを行っております。
　当社グループでは｢認知症サポーター｣の資格を取得する取組みを実施しており、各部店
には｢認知症サポーター｣を配置しております。

「認知症サポーター」養成への取組み

　地域の子どもたちの健全な育成のためのCSR施策として｢夢｣カップを開催。地域の女子
サッカー大会や、バレーボール大会などの地域スポーツ大会に協賛しています。こうした
取組みが評価され、東京都オリンピック・パラリンピック準備局が実施している「2019年
度東京都スポーツ推進企業」およびスポーツ庁が実施している「2019年度スポーツエール
カンパニー」に認定されました。今後もスポーツ振興活動に積極的に取組んでまいります。

「東京都スポーツ推進企業」に認定

夢先生：石川直宏（サッカー）

　日本サッカー協会「JFAこころのプロジェクト」への協賛を通じて、主に小学5年生を対
象に、現役アスリートや、そのOB、OGが「夢先生」として「夢を持つことの大切さ」を伝え
る「夢の教室」の運営をサポートしております。

学生・子どもたちへの教育支援

　地域貢献活動の一環として、献血活動に協力しています。より多くの命を救う一助と
なれるよう継続していくことで、病気や怪我などで輸血を必要としている方々の尊い命
を救えるように、東京都赤十字血液センターの協力を得て、これからも献血活動を実施
してまいります。

献血への協力

　当社グループでは「外国コイン募金運動」を展開しており、集められた募金は、ユニセ
フが150以上の国と地域で実施する子どもたちのための支援活動に役立てられています。
　また、当社グループでは、身近なボランティア活動の一環として、使用済み切手やカー
ド等を収集し、 港区社会福祉協議会に寄付を行っております。

ユニセフ募金活動等への協力

　当社グループでは紀尾井ホールを拠点として活動している公益財団法人日本製鉄文
化財団に協賛しております。また、公益財団法人東京都交響楽団（ヤングシート支援）へ
の協賛や青山オフィスにて「きらぼしクリスマスコンサート」を開催するなど芸術文化
の創造・発信、人材育成・教育普及などにより、地域の文化芸術活動を積極的に支援して
おります。

紀尾井ホール

地域の文化芸術活動への取組み

　ドナルド・マクドナルド・ハウスは公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャ
リティーズ・ジャパンが運営し、病気の子どもたちとその家族の経済的負担、精神的負担
を和らげるためにある滞在施設です。当社グループでは、毎年同財団に寄付を行ってお
ります。これからも、未来ある子どもたちがご家族の支えのもとで病気を治してすくす
くと成長できるように支援を続けてまいります。

ドナルド・マクドナルド・ハウスへの寄付

　2017年8月に当社グループと東京都立大学との間で締結した「産学連携による中小企
業支援に関する協定」の取組みの一環として、｢ＴＭＵプレミアム・カレッジ｣において、
2019年10月より全5回の寄附講座「きらぼし銀行金融アカデミー」を開催しました。

｢ＴＭＵプレミアム・カレッジ｣における寄附講座の開講

東京都立大学

　2020年6月に、日本大学芸術学部と、地域経済の活性化および地域社会の発展ならびに芸術教育研究の進展に寄与することを
目的に、「連携協力に関する協定書」を締結しました。本連携により、「きらぼし銀行」は、従来の金融サービスに加え、新たな価値を
創造することができ、また、「日藝」においても学生が企業の戦略や金融サービスに直接関与することによりクリエーターとして
の経験を積むことができ、それぞれの強みを最大限活かした連携となります。本連携は従来の産学連携の枠に捉われずに、地域活
性化や地方創生に繋がるものとなり、このような取組みを今後も行ってまいります。

日本大学芸術学部との連携について（新たな価値創造に向けて）
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お客さまとの共通価値の創造

　当社グループは、当社およびグループ会社15社で構成され、地域の皆さまに幅広い金融商品・サービスを提供していくことで、
「金融にも強い総合サービス業」に向けたグループ総合力の向上を図ってまいります。
　お客さま本位の業務運営を更に進め、これまで以上にお客さまのニーズに応えられる商品・サービスを提供できるように2020年
8月に「きらぼしライフデザイン証券株式会社」の開業を予定しております。

◆グループ総合力の向上

　事業性評価に基づく融資や各種ファンド等の活用、ならびに起業・創業・販路拡大・事業承継等企業のライ
フステージに応じた高度なコンサルティング機能の提供を通じて、お客さまとの共通価値を創造し、地域経
済の持続的成長に貢献してまいります。

きらぼしKPIのコンセプト きらぼしKPI先への行動

お客さまからの評価
（お客さま目線でのチェック）

P D

A C

ファーストコール先
コンセプトを
体現する

PDCAサイクルの循環

行動の見直し（スキルアップ）を継続し、
より質の高い提案を増加させていく

　当社グループでは、「お客さま本位の営業体制」の実現に向け、地域本部制を導入しております。今後も、各地域本部を中核として、
お客さま・地域との緊密な『対話』を展開してまいります。

◆地域本部制とキーサテライト戦略

地域本部制とキーサテライト戦略、空白地域等への地域特性・ニーズに対応した新規拠点開設により、
「対話」を起点とするネットワークを構築

◆外部機関との連携

稲城市

相模原市

公益財団法人
横浜企業経営支援財団

（2020年4月1日現在）

ocial（地域社会）S

株式会社きらぼし銀行

きらぼしシステム株式会社

きらぼしテック株式会社

きらぼし信用保証株式会社
八千代信用保証株式会社

きらぼしサービス株式会社
きらぼしビジネスサービス株式会社

きらぼしキャピタル株式会社
東京きらぼしリース株式会社

株式会社きらぼしクレジットサービス
きらぼしJCB株式会社

株式会社きらぼしコンサルティング
綺羅商務諮詢（上海）有限公司

KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM Co., Ltd
（2019年10月開設）

附帯
サービス

クレジット
カード

キャピタル・
リース

信用保証銀行

コンサルティング

フィンテック

証券

システム開発

きらぼしライフデザイン証券株式会社(2020年8月開業予定）

2020年3月31日現在

　本業支援、ライフプランの支援にかかる提案を行う「ファーストコール先数」をKPIとして設定し、2020年3月期は、年間7,000先
の目標を大きく上回る14,870先の実績でした。

ファーストコールのコンセプトとPDCA

キー店舗（フルライン店）

2019年4月 川崎法人営業オフィス開設
2020年11月 下北沢オフィス開設（予定）
2020年12月 葛西オフィス開設（予定）

サテライト店舗（個人中心店）

法人取引の集約

個人中心店は資産運用等の提案業務に専念

法人担当
人員を異動

地域・お客さまとの「対話」を通じて地域特性（マーケット）に応じたニーズにスピード感を持って対応

■7つの地域本部に大きく権限委譲
■地域に密着した営業
■地域本部内での弾力的な人員配置

地域本部制

空白地域への地域特性に
応じた拠点新設

都区内エリア
城西
地域本部

城北・西東京
地域本部

城東
地域本部

都心エリア
本店営業部

大型店

東京みらい営業部
（首都圏全域）

町田・相模原、都下エリア

町田・横浜・川崎
地域本部

相模原・県央
地域本部

多摩
地域本部 城南

地域本部

◦グループシナジー効果の追求
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お客さまとの共通価値の創造

　東京都独自の融資制度である「東京都動産・債権担保融資（ABL）制度」を取扱うほか、株式会社リマーケット・エージェンシーや株
式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン、特定非営利法人 日本動産鑑定とも連携し、ABL・動産担保融資、売掛債権担保融資等による
資金供給に取組んでおります。
　このほか、経営者保証を代替する融資手法である「解除条件付保証契約」や、事業計画のモニタリング・フォローを企図した財務コ
ベナンツの活用、債権のオフバランス化によるバランスシートの圧縮と資本効率の向上効果を見込んだ、三井住友信託銀行との連携
による金銭債権流動化等の取扱いを通じ、担保・保証に依存しない融資の取組みを推進しております。

◦ABL・売掛債権担保融資等の活用

　公共工事代金債権信託「コントラスト」は、工事完成前に工事請負代金債権を現金化できる信託商品で、公共工事発注者の信用力を
背景に、低コストでの資金調達が可能です。当社グループでは、「コントラスト」を活用し、東京都や都関連団体、都内市区町村および
川崎市から公共工事を受注・施工している元請業者の皆さまをサポートしております。

◦公共工事代金債権信託「コントラスト」

　当社グループでは、財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、お客さまの事業内容や成長可能性等を適切に評価し
た上で融資や助言を行い、企業の成長性・生産性向上に向けた取組みを行っております。
　2020年6月にきらぼし銀行は、「知的資産経営導入プロジェクト取組先へのESG要素を考慮した新たな事業性理解の実現」として
事業提案を行い、環境省が実施する「地域ESG金融促進事業」の支援先機関として採択されました。
　当社グループは、今後もライフステージに応じたさまざまな経営支援（創業支援、成長支援、経営改善支援、事業再生支援等）への取
組みを強化し、お客さまを継続的にサポートしてまいります。

◆事業性評価に基づくお客さまの経営支援への取組強化
＜お客さまとの密接なリレーションに基づく真の金融仲介機能の発揮による課題解決や本業支援の実践＞

本事業（ESG 要素）従前の事業性評価 期待される効果

中小企業・個人事業主 等
事業性の把握に ESG 要素を追加
●環境への配慮
●地域社会への貢献
●経営の透明性や情報開示等

関係事業者によるサポート

環境省（コンサルティング）

東京都中小企業振興公社

・事業化へのサポート、調査
・対話ツール作成の支援　等

・充実した施策の提供
・普及啓発・伴走型支援等

●新たなビジネスチャンスの獲得
●安全安心な事業運営
●ブランド力、資金調達力の向上
●持続可能な経営の実現

きらぼし銀行

（知的資産経営導入
プロジェクト対象先等）

●対話
●事業性の理解
●本業支援の実施 など取引先の企業価値向上に寄

与できる体制の構築、仕組み作
りを実践

地域 ESG 金融促進事業

2017年度 2018年度 2019年度

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、
及び、全与信先数に占める割合

全取引先数 27,750社 26,397社 25,797社

ガイドライン活用先数 4,239社 5,014社 6,354社

割合 15.3% 19.0% 24.6%

選択ベンチマーク

2017年度 2018年度 2019年度
事業性評価に基づく融資を行っている与信先数 4,478社 5,356社 6,380社

上記計数の全与信先に占める割合 16.1% 20.3% 24.7%

事業性評価に基づく融資を行っている融資残高 6,376億円 8,136億円 9,764億円

上記計数の当該与信先の融資残高に占める割合 25.8% 31.6% 35.6%

共通ベンチマーク

◦事業性評価に基づく金融仲介機能の発揮

2016年9月、金融庁は金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる指標として、金融仲介機能のベンチマークを公表
しました。このベンチマークには、全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的に評価するために活用可能な「共通ベ
ンチマーク」と、各金融機関が自身の事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて選択できる「選択ベンチマーク」があり、より相応しい独自の
指標として「独自ベンチマーク」を活用することも歓迎されております。当社グループでは、経営戦略とベンチマークを関連づけ、この指標
を年度ごとにお客さまに公表するとともに、自己点検に活用してまいります。

（本誌での当該指標については ベンチマーク  と示しております。）
※「（グループ）」と表示している指標については、取引先企業グループ単位で記載しております。

「金融仲介機能のベンチマーク」について

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　当社グループでは、創業や新規事業開拓、成長、事業再生等のさまざまな段階における中小企業の皆さまに、多様かつ高度な金融
サービスをご提供し、経営支援を実践するための態勢を整備しております。

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

地方公共団体等外部機関

外部支援機関・外部専門家

地域本部

本部

きらぼしコンサルティング・きらぼしキャピタル等

課題・ニーズの
把握

解決策の
提案・実行

コンサルティング事業部

海外戦略部

SF部

信託事業部

連携推進室（FG）

事業承継・
事業清算

創業・
新規事業

成長 経営改善
事業再生・
業種転換

お客さま

対話

営業店

連
携

連
携

連携

連携

連携

▪中小企業の経営の改善および地域の活性化に関する取組み
中小企業の経営支援に関する取組方針

　2018年5月に誕生した「きらぼし銀行」では、経営戦略に「金融仲介機能のベンチマーク」を活用しております。お客さまの本業支
援への取組みや事業性評価（事業内容・成長可能性等を適切に把握・評価すること）に基づく経営支援への取組みを強化し、お客さま
の課題解決に努めております。
　当社グループは、今後も事業計画策定サポートやビジネス・専門家マッチング、事業承継相談等、中小企業の皆さまのさまざまなラ
イフステージに対応した高度な金融サービスを最適なタイミングでご提供し、コンサルティング機能の発揮と経営改善につながる
サポートに努めてまいります。

法人のお客さまへの取組み

　当社グループでは、お客さまのさまざまなニーズの把握を心がけ、課題解決に資するソリューション活動の実践により、本業支援
への取組みを強化しております。

◆お客さまへの課題解決および本業支援への取組強化
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お客さまとの共通価値の創造

きらぼし銀行の新たな海外戦略

ベトナム・ホーチミンコンサルティング現法
開設

2019年10月

現地ファンドへの出資・
人材派遣

国内外でのアジアビジネスサポート

アジア情報が集約

シンガポール

タイ

ベトナム 中国

現地銀行への
人材派遣

国内の延長線上にある
アジアマーケット

2009年8月
中国・上海コンサルティング現法
綺羅商務諮詢（上海）有限公司

2019年9月
エイチ・アイ・エスとの
ビジネスマッチング

契約締結

2019年7月

東南アジア 122拠点
新韓金融グループ拠点
（2019年12月現在）

SBJ銀行（新韓金融グループ）と提携

…

◆きらぼし銀行の新たな海外戦略

1. 中堅中小企業のお客さまへの、アジアの現地企業情報の提供を通じたアジア現地企業との
　 アライアンス、ビジネスマッチング、クロスボーダーM&A等の機会提供

2. アジアの現地企業情報を入手すべく、海外ファンドへの出資やファンドとの連携
　 （アジア地域における情報ネットワークの強化）

3. 地域金融機関として唯一の中国・上海コンサルティング現地法人に次ぐベトナム・ホーチミンにおける
　 コンサルティング現地法人設立（中国プラスワンのサポート体制強化）

選択ベンチマーク

独自ベンチマーク

※2017年度は、営業店にて受け付けた件数もカウントしております。

2017年度 2018年度 2019年度
創業支援先数 3,012件 5,322件 10,652件

創業計画の策定支援 1,529件 687件 1,745件
創業期の取引先への融資（実行先） 1,058件 1,173件 1,247件
政府系金融機関や創業支援機関の紹介 276件 1,192件 3,365件
ベンチャー企業への補助金・融資・投資 149件 2,270件 4,295件

2017年度 2018年度 2019年度
地方公共団体等と連携した創業支援先数 194件 1,053件 2,160件

　当社グループが地盤とする“東京圏”の中小企業の皆さまにとって、海外、特にアジア地域は国内の延長線上のマーケットとし
てますます重要性を増しております。同時に、日本では既に成熟期にある技術やサービスでも、成長段階にあるアジア地域では、
将来にわたって十分に市場から受入れられるもの（タイムマシンモデル）と考えております。また、そうした背景にある現地企業
は、日本企業の事業承継先、或いは成長エンジンたる共同事業者としての可能性を持っています。そうしたアジア地域現地企業と
お客さまとの“架け橋”となるべく、下記の「新たな海外戦略」を展開し、お客さまのニーズに対応してまいります。

海外進出・海外業務のサポート
　当社グループはコンサルティング事業部内に「創業支援グループ」を設置し、創業者・起業家に対して、さまざまなニーズへの対応
や外部創業支援機関との橋渡しなどのサポートを行っております。また、グループ会社である「きらぼしキャピタル」や「きらぼし
コンサルティング」、「きらぼしテック」等と連携し、支援メニューの拡充を図っております。
　このほか、2019年11月には「産業交流展2019」に出展し、中小企業の皆さまへのサポートや地域の活性化に関する当社グルー
プの取組みを紹介しました。また、昨年に引き続き「創業といえば『きらぼし銀行』」をテーマに、当社グループが創業期からサポー
トしている女性経営者が活躍する企業10社の展示コーナーも設置しました。そのほか、「【東京都後援】東京ベンチャー企業選手権
大会2019」等への協賛を通じて、ユニコーン企業を目指す起業家の事業成長支援や雇用創出に努めてまいります。

起業・創業支援

産業交流展2019 東京ベンチャー企業選手権大会2019

お客さま きらぼし銀行 コンサルティング事業部

連携

連携

連携
（きらぼし銀行子会社）

前給アプリ シフト管理
アプリ

（東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社）

エクイティ
支援

ハンズオン
支援

事業承継 ガバナンス
強化

企業価値
向上

（東京きらぼしフィナンシャルグループ子会社）

充実のコンサルティング体制で
お客さまをサポート

きらぼし銀行はグループ総合力で、
「金融にも強い総合サービス業」として地域の皆さまに
幅広い金融商品・サービスを提供しております。
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お客さまとの共通価値の創造

中小企業の経営支援ならびに地域の活性化に関する取組状況

＜地元地銀として幅広いお客さまとの接点を活かしたグループ全体での専門性の発揮によるコンサルティング機能の提供＞

　当社グループは引き続き、東京圏における中小企業のメインバンクを目指し、お客さまの生産性向上に資する成長支援に努め、
コンサルティング機能の発揮とリレーション強化に取組んでまいります。

◆幅広いお客さまとの接点を活かしたコンサルティング機能の発揮とリレーション強化

◦医療・福祉分野への多角的なサポート
　少子高齢化が進展する中、「医療・福祉分野」を、成長分野、首都圏の地場産業と位置づけ、ファイナンスのみならず、本業支援等を通じて
多角的にサポートしております。

選択ベンチマーク
2017年度 2018年度 2019年度

全取引先数と
地域別の取引先数

全取引先数 27,750社 26,397社 25,797社

地域別取引先数
地元

東京都 21,040社 19,867社 19,565社
神奈川県 5,484社 5,231社 5,011社

地元外 1,226社 1,299社 1,221社

2017年度 2018年度 2019年度

金融機関がメインバンクとして取引を行っている
企業のうち、経営指標の改善や就業者数の増加が
見られた先数（グループ）

メイン先数 9,404社 9,432社 9,855社
メイン先融資額 7,775億円 9,415億円 11,492億円

経営指標等改善先数 6,747社 6,126社 4,566社

共通ベンチマーク

◦ビジネスマッチング
　当社グループは、ビジネスマッチングの専担者を配置するなど、お取引先企業に対する情報交換やご商談の場の提供に積極的に取
組んでおります。さまざまな形で商談会や交流会を開催し、お取引先の販路拡大等をご支援しております。

2017年度 2018年度 2019年度

販路開拓支援を行った先数
地元 745社 891社 1,100社
海外 103社 140社 45社
合計 848社 1,031社 1,145社

選択ベンチマーク

2017年度 2018年度 2019年度
医療・介護関連事業に対するコンサルティング支援件数 88件 82件 81件

独自ベンチマーク

　当社グループでは、自然災害・感染症等対応規程および体制の整備等により業務継続に向けた対応力の強化に努めております。
また、安否確認システムの導入や施設・システム等が継続して安定的に使用できるように建物・設備等の機能を整備するとともに、
経年状況の把握と適切な維持管理、防災訓練などの対策を講じ、各種災害・事故・感染症等に備えています。
　特に今回、新型コロナウイルス感染症等の影響が拡大したため、子会社であるきらぼし銀行頭取を本部長とする緊急対策本部
を設置しました。感染予防として、店舗内等の密閉・密集・密接（三密）防止に向けた対策や営業時間の変更、働き方の多様化・柔軟
化、出勤態勢の見直し等により同一業務従事者の同時感染リスクを軽減する対応等に努めてまいります。

BCP対策

　「新型コロナウイルス感染症に負けない」皆さまを全力でサポートします。
◆金融仲介機能およびコンサルティング機能の強化

※ 行政機関や公的金融機関との連携、制度融資や助成金の活用など幅広く相談を受付

2020年2月： 緊急融資制度の取扱開始、融資相談窓口の設置
3月： 新型コロナウイルス感染症による事業影響の調査を約25,000社

に対して実施
3月： COVID-19きらぼしファンドの創設（原則3営業日以内に回答）、

休日融資相談窓口の開始、事業性融資に係る条件変更手数料
の無料化

4月： 休日融資相談窓口を全店に拡大
5月： 休日融資相談窓口の期間を延長

（GWも一部店舗で実施）
6月： インターネット資金繰り相談受付業務開始

（休日融資相談窓口終了）

金融支援およびコンサルティング機能の強化

きらぼし支援パッケージ

資金調達
◦ 実質無利子融資・無担保融資
◦ 独自の新型コロナウイルス対応融資
◦ 資金繰りのご相談

補助金・助成
(情報のご案内)

◦ 厚生労働省　◦ 経済産業省　◦ 東京都
◦ 神奈川県　　◦ 埼玉県　　　◦ 千葉県

本業支援
(ビジネスマッチング等)

◦ 事業計画・経営計画の策定
◦ コスト削減（家賃、電力、通信、その他経費）
◦ 人材支援　　◦ 売掛債権保証
◦ 下請債権保全（建設業）　　◦ ICT導入支援
◦ 機器調達・リース

○ノウハウの共有
○お取引先への同行・連携
○複雑な契約書類の作成等

SF部
（2019年1月 新設）

財務面に課題があるものの、
事業に成長性が見込める先等を積極的にサポート。
借入金全体・返済方法の見直し等により、
資金繰りの改善を含め企業価値の向上を図る。

ABL

日本政策金融公庫

資本性ローン

中小企業

メイン化の取組み
営業店

事業性評価融資

医療・福祉分野

ストラクチャード
ファイナンス

機能集約 連携

東京都

ファースト
コール

　当社グループは、2020年1月に株式会社地域経済活性化支援機構が中心となり新たに設立した「令和元年台風等被害広域復興支
援ファンド」（以下「本ファンド」といいます。）へ有限責任組合員として出資参画しました。本ファンドは、台風等による災害により、
被災された事業者等に対して過剰債務の解消や必要資金の提供、人的支援を行うことを主たる目的としております。地域に根ざし
た金融機関として、同ファンドを通じて被災地域の早期復旧・復興に向けて、被災された事業者等の皆さまの事業の継続や再開、再
建に取組んでまいります。
　なお、本ファンドは2020年6月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けられた事業者を対象に追加したため、
名称、規約等が変更となっております。

◆「令和元年台風等被害広域復興支援ファンド」への出資参画について
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お客さまとの共通価値の創造

◆顧客セグメント別戦略に基づく体制の強化・専門性の高い人材の育成（地域本部と営業店との協働体制）
◆  対面営業が可能な中小企業オーナーとそのご家族、お取引先企業の従業員、地元資産家等の「ミドル富裕層」と
「コアリテール層」をメインターゲット層として注力

◆地域の高齢者に対するサポートの強化

「お客さま本位の営業体制」の実現に向けた「生活金融アドバイザー」としての取組み

個人のお客さまへの取組み

退職・
年金受取・相続住宅取得 子ども進学結婚・出産

◦  リフォーム◦住宅ローン ◦教育ローン◦大学卒業予定者ローン
◦カードローン
◦マイカーローン
◦フリーローン

◦金融商品仲介業務◦投資信託
◦外貨預金
◦公共債

◦一般財形預金
◦財形住宅預金
◦財形年金預金

◦総合口座
◦定期預金
◦積立定期預金
◦NISA
◦つみたてNISA

◦遺言管理信託
◦遺産整理業務
◦長生きサポート信託

◦個人年金保険
　（一時払い型）
◦終身保険
　（一時払い型）

◦学資保険
◦収入保障保険
◦終身保険（平準払い型）

◦個人年金保険（平準払い型）
◦がん保険
◦医療保険
◦  iDeCo（個人型確定拠出年金）

◦年金自動受取り
◦ 年 金 受 給 者 向け

サービス
◦年金相談会

◦給与振込
◦自動送金サービス
◦多機能カード
◦前給
◦インターネットバンキング

進学・就職

ふやす・ためる

かりる

そなえる

便利につかう

対話を起点としたコンサルティングの実施（生活金融アドバイザー） 地域の高齢者に対する支援体制の構築

資産運用・資産管理ニーズ

資金調達（ローン）ニーズ

◦  預金からコアファンドに向けた取組強化。『貯蓄から資産形成』へ
◦  専門性の高い人材や商品ラインアップの拡充。 

高度なコンサルティング営業を強化。

◦  スピーディーな案件対応・住み替えローンの優位性を発揮・職域
活動を強化

◦  地域特性に応じた元気なシニアの相談
相手としてのパートナーの配置検討

◦  シニア創業者へのサポート

きらぼし銀行は
地域の元気なシニアを支えていく銀行を目指します。

シニア向け
サポートの
強化

フィデューシャリー・デューティーを踏まえたお客さま本位に徹した営業活動の実践

お客さま

お客さま本位の業務運営の取組み

きらぼし銀行

証券子会社

×

お客さまの喜び・幸せ ＝ 営業店評価となる仕組み

■ 預かり資産収益目標の全店廃止

■ 残高増加により収益が向上する営業体制の構築

■ 投資信託販売手数料の無料化（予定）
　　（証券子会社における預かり資産残高1,000万円以上のお客さま）

［ 商号に込めた想い ］

　きらぼしライフデザイン証券株式会社
　（2020年8月開業予定）
　　　　◦資産形成の最終目標の実現　
　　　　◦喜びや幸せの共感
　　　　◦世代をつなぐ存在

銀・証連携

FD営業のPDCA
「商品提案」から
「お客さまのゴールを一緒に目指す提案」へ

❶ お客さま情報の把握

❹ 解決策の提示 ❸ 案件相談

❺ アフターフォロー ❷ 情報提供・ゴールの確認

信託機能を活用した取組み

◦ 高齢化社会に向けた財産管理の提案

◦ 初の個人向け信託商品【 長生きサポート信託｢まもり
ぼし｣ 】を取扱い（2020年1月）

多様な商品を
提供

▪見守りサービス
離れて暮らしている等お申込者と会う機会の少ないご親族の方に安心していただくサービスです。
◦お申込者あてにきらぼし銀行からお電話をおかけいたします。
◦お申込者に架電した状況をご親族の方へメールで通知いたします。

▪定時定額払い
生活に必要な資金等を、毎月または隔月で、
定期的に一定額をお支払いいたします。
※ご親族の方の同意は不要です。

さらなる安心のオプション機能

▪安心できる生活
お客さまの状況の変化にともない、ご自身の判断だけではなくご親族の方ときらぼし
銀行が一緒に資金管理をお手伝いしますので安心して任せられます。

▪特殊詐欺を未然に防止
特殊詐欺からの高額な請求から資産を守
るためのお手伝いをしますので安心です。

1 2

1 2

お申込者 ご親族の方

振り込め詐欺や悪質な業者、
財産の管理や保全など、
自分の判断力が不安…

両親と離れて暮らしていて
仕事も忙しく、親の資産管理が

できないから心配…
長生きサポート信託「まもりぼし」は、
お客さまの大切な資産をお守りいたします。
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2018年9月末 2019年3月末

14.1%

27.1%

14.5%

27.3%

2019年9月末 2020年3月末

14.4%

27.1%30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

課長代理以上に占める女性の割合

管理職（課長以上）に占める女性の割合

27.5%

14.4%

職員の働き方改革と、ダイバーシティの推進

モチベーション
向上

ワーク・ライフ・
バランス

「きらぼし流」働き方改革

生産性向上による
長時間労働の
削減

多様な人材の尊重
◎女性活躍推進、障がい者や国籍
を問わない人材の活用等

コミュニケーション改革
◎1on1ミーティング・360度評
価試行開始による社内コミュ
ニケーション改革、人材情報の
見える化

自律したキャリアデザインの支援
◎女性キャリアパスの確立や女性
管理職登用率の向上

◎キャリアデザイン支援及び研修
体系の検討開始

柔軟な働き方の支援
◎モバイルワークの導入、在宅勤務・
フレックスタイム制の試行開始

健康経営
◎健康企業宣言「銀の認定」取得

仕事と家庭の両立支援
◎仕事と育児・介護両立支援制度の
充実

◎男性育児休業取得推進

営業店・本部業務改革
◎仕事と働く価値の改革（プロジェク
ト「ZERO（ゼロ）」）の推進

◎適正な時間管理・長時間労働の改善
に向けた意識改革

　経営戦略としてのダイバーシティ経営を推進するため、2018年10月に「ダイバーシティ推進室」を設置
し、女性活躍をはじめとした組織の多様性を積極的に推進しています。女性キャリアへの課題認識・改善を
支援する「きらぼしWoman’s Inclusion情報交換会」、「社外取締役交流会」の開催、「男性育児休業取得
100％宣言」など様々な取組みを進めております。2018年12月には、女性の活躍推進に関する取組みが優
良な企業として、厚生労働大臣より「えるぼし認定」の最上位となる「3段階目」の認定を受けました。

「ダイバーシティ推進室」の設置

認定マーク「えるぼし」
（3段階目）

プログラム名 対象年次 目的

ファーストペンギンプログラム実践コース
（FPP実践コース）

全職員
（入行1年目を除く） きらぼしびとを育成する

ファーストペンギンプログラムリーダーシップコース
（FPPリーダーシップコース） 30代後半～40代中盤 きらぼしが未来にわたって提供しう

る価値を発想し、実行する

　中期経営計画「スタートアップ☆きらぼし」に掲げた当社グループの将来像「金融にも強い総合サービス業」の
実現のため、お客さまの悩みや課題を強い当事者意識を持って「自分ごと化」し、「考動」できる人材を育成する「き
らぼしびと育成プログラム」を実施しております。

◦金融知識の習得
◦OJT
◦自己啓発

◦人材育成方針に沿った新たな
　人材育成プログラムの実施
◦きらぼしレポート
◦ファーストペンギンプログラム
◦イノベーションボード
◦中堅職員と役員との合宿研修
◦階層別研修

◦きらぼしコンサルティング
◦きらぼしテック
◦きらぼしキャピタル
◦上海現地法人 等

◦行政機関・経済団体
◦金融機関 ファンド会社 ほか
◦大学院
◦海外関連（金融・公的）
◦医療関連
◦フィンテック関連 等

きらぼしびと育成プラットフォーム

金融の基礎能力 資質・実践力の向上

関連グループ会社への派遣

国内外の外部機関への派遣等

× ×

　ワーク・ライフ・バランスの促進を通じて健康経営※を推進するとともに、女性の活躍支援をはじめ、性別や年齢
を問わず全ての職員が働きがいを感じ、能力を最大限発揮できる環境をつくることで、多様な人材の育成及び働
き方の実現に取組んでまいります。

信頼される人材の育成

◆人材育成方針
　◦ 責任感と向上心を持って、期待、役割を超えた考動ができるリーダーシップ人材
　◦ 物事の本質を理解し、真の意味を共有しながら多様性を尊重することができるファシリテーション人材
　◦広い視野と強い好奇心で新しいことを楽しむことができるイノベーション人材

ocial（地域社会）S

※ ｢きらぼしびと｣とは、お客さまから信頼され、お客さまの立場に立って「考動」でき、その結果として成功を体験できる人材です。

◦女性管理職比率・課長代理（以上）比率

生産性向上、時間や場所に捉われない柔軟な
働き方の実現

モバイルワークの導入
在宅勤務・フレックスタイム制試行開始 １on１ミーティング・360度評価試行開始

コミュニケーション活性化、職員の多様なス
キルの把握、キャリアデザイン支援

きらぼしWoman’s Inclusion情報交換会
社外取締役交流会の開催

仕事をする上での悩みの共有、課題認識、改善
等の支援

2018年度 2019年度

2.1%
2.5%3.00%

2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

◦障がい者雇用率

2018年度 2019年度

16%

10%
12%
14%

8%
6%
4%
2%
0%

0.0%

14.92%
◦男性育児休業取得率

≪取得率について≫　上記年度中に子どもが誕生した男性職員のうち、同年度内
に育児休業を取得した者の割合

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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デジタル化・フィンテック戦略
overnance（企業統治）G

▪2020年5月にシステム統合が完了、利便性・生産性向上を図る
お客さまの利便性向上へ

デジタル化と業務改革による生産性の向上

▪前給ビジネスのフィンテックを活用したサービスの開発と提供
デジタル戦略

デジタル化によるお客さま利便性の向上

きらぼし銀行アプリの機能強化

タブレット・スマートフォン導入

モバイルワーク・フリーアドレスの試行
テレビ会議やモバイルワーク
等により業務継続に向けた
対応力を強化

業務効率化
●電子稟議システムや経費精算システム等
を全店で導入

●グループウェアの構築やペーパーレスへ
の取組み

●営業用モバイルPCおよびスマートフォン
を順次配布

システム統合

「目指すべき姿」
印鑑レス・現金レス・ペーパーレスの銀行

業務改革による
生産性向上へ

●生活利便性の向上や口座の付加価値向上
●非対面チャネルの強化

プロジェクト｢ZERO（ゼロ）｣の推進
●事務手続きの簡素化の実施
（預金印鑑票、住所変更
手続き、喪失関連業務、
相続業務など）

　2020年4月より当社グループの職員に前給の仕組みを利用したデジタルマネーチャージの実証実験を開始

　前給は、働いた範囲内で給料日前にお金を受取ることができる銀行業界初の給与随時支払サービスです（2005年6月にビジネス
モデル特許を取得）。昨今の人手不足を背景として、従業員の確保や定着率の向上を目指す事業会社から高く評価されており、導入
企業の増加とともに、ご利用件数も全国的に拡大しております。
　また、きらぼしテック株式会社を設立し、各種アプリの開発やフィンテック・ベンチャー企業等との新規サービスなどの提供を
行っており、2018年8月に「前給」サービスをご利用の皆さまに向け、スマートフォンアプリ「Can・day」をリリースいたしました。
　さらに、池田泉州銀行（※）に｢前給｣サービスのライセンスを供与し、2019年1月より本サービスの提供を開始しております。今後
も、地方銀行との連携について積極的に協議を進め、広域展開を加速してまいります。
※ きらぼし銀行と池田泉州銀行とは、それぞれが地盤とする東京圏・大阪圏という二大都市圏の経済社会の発展・活性化に資することを目的として、2017年1月27日に「大阪圏

と東京圏を“つなぐ”東阪業務連携協定」を締結しております。

「前給」サービスのライセンス供与による収益拡大

複数の金融機関との連携に向け交渉中

（電子マネーの普及、法改定等の動き）

《外部環境・ニーズの変化》

『前給』サービス

蓄積したデータの活用 電子マネーとの親和性

「前給」サービスの
電子マネーでの受取り

契約企業従業員向けの
新たな決済機能の提供

電子マネー用ウォレットへの
チャージ機能

利用者の消費データの活用

「前給」
プラットフォーム

トランザクション
レンディング

旅行・教育
サービス

海外送金

電子決済

地域
金融機関

地域
金融機関2019年1月より

取扱開始

地域
金融機関

「
前
給
」
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

■ 「前給」利用者の更なる増加
■ 導入企業の人材確保ツール・

福利厚生の拡充
■ 地域金融機関との連携拡大
■ 新たなデータ活用ビジネスの展開

スマホの普及

アプリや技術の革新

キャッシュレス化の進展

「前給」アプリ

日本TCSと連携した
新たな利便性向上施策の検討

◆「前給」サービス

前払いのデジタルマネー化のイメージ

前給による新しいデジタルマネーチャージを実現

「前給」サービス
契約社数 700社以上（20年3月時点）
年間利用件数 約117万件（19年4月～ 20年3月）

｢スマートフォン向けアプリ
『Can・Day』」（きらぼしテックが
運営するアプリです）
【お得&便利な機能がいっぱい！】
•各種クーポンサイト、海外送金

サービス、資産運用などを掲載
•働く皆さまを応援するため、

今後は機能強化へ

■従来の前給

■LINE Payかんたん送金サービス

■従来のデジタルマネーチャージ手法
申 込 前給サービス 従業員個人口座 現 金

API

口座振替

デジタルマネーチャージ

振込 前給

申 込 前給サービス

（日本ユニシスが提供する
オンラインチャージ基盤）

①対象：アルバイトから正社員まで拡大
②利便性向上とマネタイズ化　・デジタルマネーのチャージ機能　・ウォレット機能

デジタルマネーチャージ
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株主・投資家との対話

活動内容（2019年度実施時期など）

国内機関投資家・証券アナリスト 決算説明会（6月・12月）・個別面談（随時）

個人株主・個人投資家 個人投資家向け会社説明会（7月・10月・1月・2月）

　当社グループでは、お客さまや地域の皆さま、株主の皆さまなどステークホルダーの方々に
当社グループの経営状況等をご理解していただけるように、機関投資家・個人投資家向けの説
明会の開催などIR活動に取組んでおります。

投資家向け説明会の開催

　当社グループでは、経営理念「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービスを通
じて、地域社会の発展に貢献します。」のもと、お客さま・株主・地域社会等の皆さまからの信頼・評価を高めるため、財務情報のほか、
経営戦略や経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報についても、適時・適切かつ分かりやすい情報の開示・提供に
取組んでおります。
　また、当社グループではステークホルダーの皆さまに対する適時・適切かつ分かりやすい情報の開示・提供に向けた｢情報開示方
針｣を制定し、公正・公平な情報開示に努めております。

情報開示方針

　当社は、本制度の導入により、報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リス
クを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の拡大と企業価値の向上に貢献する意識を高めてまいります。

業績連動型株式報酬制度の導入

　最近5年間の「株主総利回り」の推移について、東証業種別株価指数（銀行業）における総利回りと比較して記載しております。この
「株主総利回り」とは、株式投資により得られた収益（配当＋キャピタルゲイン）を投資額（株価）で割った比率をいい、以下のとおり、
各期の収益÷5期前の株価として算定しております。

株主総利回り及び比較指標の最近５年間の推移

　当社は、銀行持株会社としての公共性に鑑み、適正な内部留保による財務の健全性の確保に努めるとともに、株主の皆さまに対す
る利益還元を経営の重要施策の一つと位置付け、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。

配当方針

会社説明会（2019年12月10日開催）

　企業の継続的な発展と株主価値向上のため、経営の透明性・客観性を高めるとともに、コーポレート・ガバ
ナンスに関する体制の強化やコンプライアンスの遵守を図っていくことで、地域社会の発展に努めてまいり
ます。

overnance（企業統治）G
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比較指標：
東証業種別
株価指数（銀行業）

コーポレート・ガバナンスの状況
overnance（企業統治）G

　当社では、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つとして捉え、経営理念「首都圏における中小企業と個人のお客さまのた
めの金融グループとして、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。」や経営方針「①きらりと光る銀行、②チャレンジす
る銀行、③思いをつなぐ銀行」の具現化に向けて、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を定めております。また、当社およびグ
ループ会社の「業務の適正を確保するための体制」を整備するため、「内部統制基本方針」を取締役会で決議し、その実効性の向上に努めて
おります。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針、内部統制システムの整備の状況
https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/about/governance.html

・   当社の取締役会は、各種法令、取締役会規程などに従い経営方
針や経営戦略などの重要な事項を決定するとともに、経営会
議や取締役に委任した業務執行の状況及びその他重要事項の
報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に
努めます。

・   独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の
監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用
し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることにより、
経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確
保に努めます。また、そのための機関設計として、当社は監査
役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を
構成する任意の「指名・報酬協議会」を設置し、取締役の選任や
報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。

・   業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制
基本方針」を取締役会で決議し、その実効性の向上に努めます。

・   グループ各社の業務の健全かつ適切な運用を確保するため、
適切なグループ経営管理（ガバナンス）のもと、グループ全体
としての各種リスクの的確な管理に努めます。

・   地域金融グループとしての社会的使命を柱とした企業倫理の
構築に努めていくとともに、株主の皆さまに信認され、お客さ
まや社会から信頼される、コンプライアンス重視の企業風土
の醸成を基本方針に掲げ、業務の健全性と適切性の確保に努
めます。

・   株主が権利を適切に行使することができる環境の整備など、
株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとと
もに、ステークホルダーの皆さまとともに持続的に成長する
ために、当社の実態を正確にご理解いただけるよう、迅速、正
確かつ公平な情報開示に努めます。

・   CSRに対する基本的な考え方として、「地域経済への貢献」「地
域社会への貢献」「環境問題への取組み」の3つを行動指針と
して定め、CSR経営を実践し、持続可能な地域社会の形成に貢
献します。また、国際連合が提唱するSDGsの達成に貢献する
ため、「東京きらぼしフィナンシャルグループSDGs宣言」を
策定し、「環境保全」「地域社会への貢献」「お客さまとの共通価
値の創造」「職員の働き方改革と、ダイバーシティの推進」「株
主・投資家との対話」を主要テーマとし、役職員一人ひとりが
SDGsを理解し、行動することで、SDGsが目指す持続可能な
社会への実現に向けて貢献してまいります。

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

企業統治の体制の概要

取締役会の議長………… 社長 委員長……… 社外取締役の一人

取締役・取締役会 監査役・監査役会 指名・報酬協議会

社内

5名

社外

3名
取締役
8名

社内

2名

社外

2名
監査役
4名

社内

1名

社外

2名

取締役
3名

監査役会
設置会社

固定報酬
業績連動報酬
（短期業績）
業績連動報酬

（中長期業績）

組織形態

役員報酬の構成
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業務執行、監督の機能

　当社の内部監査は、当社グループ内の他の部門から独立した監査部を設置し、取締役会の承認を受けた「中期内部監査計画」・「年度
内部監査計画」に基づき、内部監査を実施しております。監査結果については、取締役会への報告を定期的に行っております。
　監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、定期的な会議への出席の他、適宜意見及び情報交換を行うことで、緊密な
連携を保つ体制としております。また、監査役監査へは定期的な会議において内部統制部門から説明・報告や補足資料の提供を行い、
会計監査へは必要に応じ説明や補足資料の提供を行う体制としております。

内部監査

　監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各
部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内部統制等について監査しております。また、監査役及び監査役会は、内部監
査部門、会計監査人等と緊密な連携を保ち、代表取締役等との間においても定期的な会合を通じ監査上の重要課題等について意見交
換を行うなど実効的な監査に努めております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選
任しております。また、監査役監査をサポートするため、監査役補助者（2名）を配属しております。

監査役監査

　当社グループの会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人が会計監査業務を執行しております。

会計監査

　監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役（社外監査役）2名で構成されております。監査役会では取締役の意思決定および業務執
行に対する有効な監視機能を確保し、監査態勢の強化に努めております。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針・計画等に従い、
取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部の監査、子会社の調査等により、取締役の職務の執行、内
部統制等について監査しております。なお、監査役および監査役会は、内部監査部門、会計監査人等と緊密な連携を保ち、代表取締役
等との間においても定期的な会合を通じ監査上の重要課題等について意見交換を行うなど実効的な監査に努めております。 

監査役・監査役会

監査・監督の機能

　取締役会は取締役8名（社外取締役3名を含む）で構成し、原則として毎月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催できる体制と
することで、経営方針や経営戦略などの重要な事項を決定するとともに、業務執行状況およびその他重要事項の報告を受けるなど取
締役の職務執行を監督する体制としております。

取締役・取締役会

　取締役会の下に、当社の取締役等で構成される経営会議を設置し、原則として毎週1回開催するほか必要に応じて随時開催するこ
ととしており、取締役会での決議事項以外の重要な事項、取締役会から委任されている事項を決定するとともに、業務執行状況及び
その他重要事項の報告を受ける体制としております。

経営会議

　経営会議の下部組織として、重要な経営課題の分野ごとに「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」「ALM委員会」を設置し、
専門性と機動性を高める体制を構築しております。各委員会規則に基づき、定期的に開催するほか必要に応じて臨時に開催すること
としております。

委員会

　取締役の人事・報酬の客観性や透明性を確保するための諮問機関として、任意の指名・報酬協議会を設置しております。指名・報酬
協議会は、取締役会の決議によって選任された取締役4名以内（うち社外取締役2名以上）で構成し、委員長は社外取締役の中から取
締役会の決議によって選任しております。

指名・報酬協議会

株　主　総　会

選任・解任
緊密な連携

監査報告

監査

緊密な連携

監査

監査報告

内部監査

報告 協議

報告・付議

選任・解任

会計監査

緊密な連携指名・報酬協議会

会計監査人

取締役会

経営会議

リスク管理部経営企画部 事業戦略部

監査部

監査役室

監査役会 監査役

選任・解任

・きらぼしサービス ・きらぼし信用保証  ・八千代信用保証 ・きらぼしビジネスサービス
・きらぼしクレジットサービス ・綺羅商務諮詢（上海）有限公司 ・きらぼしテック ・KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED

連携推進室IT戦略室

きらぼし銀行

子会社等

東京きらぼしリース きらぼしシステム きらぼしコンサルティング きらぼしJCB きらぼしキャピタル きらぼしライフデザイン証券

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ＡＬＭ委員会

委員会

　当社は監査役会設置会社であり、取締役会および監査役・監査役会が、取締役の職務執行の監督・監査を行っております。また、独立性の
高い社外取締役および社外監査役の選任による経営の監督機能および監査役・監査役会による監査機能を有効に活用しコーポレート・
ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制が確保されていると判断しております。
　当社の経営上の意思決定、執行および監督に係る主な経営管理組織は、以下のとおりであります。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンス体制図 （2020年7月1日現在）

　当社では、取締役に対し取締役会の実効性についての自己評価を実施し、その結果等を踏まえて取締役会メンバーにて協議を行う
ことで、取締役会全体の実効性向上を図ることとしております。2019年度は取締役会の運営、適切な審議状況、経営課題に対する改
善策等について、各取締役・監査役（社外含む）に対してアンケート方式による自己評価を行い、その結果を取りまとめ取締役会にお
いて評価および分析を行いました。今後も当社取締役会の実効性を更に向上させ、ガバナンスの強化に努めてまいります。

◆取締役会の実効性向上に向けた取組み

取組課題 業務運営 実効性評価 改善

PDCAサイクル

コーポレート・ガバナンスの状況
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門等の使用人その他の者に対して報告を求めることが
できる。なお、監査役等へ報告をした者に対し、当該報告
を理由として不利益な取扱いを行わない。

 （2）  当社は、当社の内部監査部門から当社の監査役に当社及び
グループ会社の内部監査結果を報告する体制を整備する。

9.   その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制

 （1）  当社は、監査役が会計監査人、代表取締役、リスク管理部

門、監査部門、内部統制機能を所管する社内部署と意見
交換を行うなど、連携を図ることにより、監査が実効的
に行われる体制を整備する。

 （2）  当社は、監査役がその職務の執行により生ずる費用の前
払、または償還並びに債務の処理等を当社に対し求めた
場合は、速やかに当該費用の処理を行う。また、監査役が
必要と考える場合には、外部専門家の助言等を得るため
の費用を負担する。

コーポレート・ガバナンスの状況

　社外取締役は、会社経営者や公認会計士、商工会議所の常務理事として豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営全般に関
して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監
査役は、弁護士や公認会計士としての専門的知識などから、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。
なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員
の独立性に関する基準」を定め運用しております。

　当社およびその子銀行（以下、「当社グループ」という）は、社外
取締役および社外監査役の候補者の独立性に関しては以下の基
準に基づき判断する。
1. （1）  当社グループの業務執行取締役、執行役員、または支配

人その他の使用人（以下、併せて「業務執行者等」という）
ではなく、かつ、その就任の前10年間に当社グループの
業務執行者等であったことがないこと。  
　ただし、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10
年間に当社グループの非業務執行取締役（注1）であったこ
とがないことを要件に加える。

 （2）  社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に当
社グループの非業務執行取締役、監査役であったことが
ある者については、その役職への就任の前10年間に当社
グループの業務執行者等であったことがないこと。  
　社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に
当社グループの監査役であったことがある者については、
その役職への就任の前10年間に当社グループの業務執行
者等、または非業務執行取締役であったことがないこと。

 （3）  当社グループの役員等（注2）および支配人その他の重要な
使用人（役員等に該当する者を除く）の、配偶者または二
親等以内の親族でないこと。

2.   当社の主要株主（注3）である者、または当社グループが主要株
主である会社の役員等、または使用人（役員等に該当するも
のを除く）ではないこと。

3. （1）  当社グループを主要な取引先（注4）とする者、またはその親
会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が
会社である場合における当該会社の業務執行者等ではな
く、最近3年間においても業務執行者等ではなかったこと。

 （2）  当社グループの主要な取引先である者、またはその親会
社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会
社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、

最近3年間においても業務執行者等ではなかったこと。
 （3）  当社グループから一定額（過去3年間の平均で年間

1,000万円、または当該組織の平均年間総費用の30％の
いずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の社員
等でないこと。

4.   当社グループから役員等を受入れている会社、またはその親
会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。

5.   現在、当社グループの会計監査人、または当該会計監査人の
社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として当社グルー
プの監査業務を担当したことがないこと。

6.   弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役
員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間
1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていない
こと。また、当社グループを主要な取引先とする法律事務所
等のアドバイザリー・ファーム（過去3事業年度の平均で、そ
の連結売上高の2％以上の支払いを当社グループから受け
たアドバイザリー・ファーム）の社員等ではないこと。

7.   その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されてい
る事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるお
それのない人物であること。

 （注1）  「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しな
い取締役をいう。

 （注2）  「役員等」とは、取締役（社外取締役を含む）、監査役（社
外監査役を含む）、執行役員、相談役、顧問をいう。

 （注3）  「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総
議決権の10％以上の議決権を直接、または間接的に保
有する者、または企業等をいう。

 （注4）  「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総
売上高（当社の場合は年間連結経常収益）の2％以上を
基準に判定。

社外役員の独立性に関する基準

1.   取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

 （1）  当社は、当社及びグループ会社の役職員が法令・定款及
び社会規範を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図る
ために、コンプライアンス基本方針を制定する。また、コ
ンプライアンスの具体的な行動指針として、コンプライ
アンス基本規程を制定する。

 （2）  当社は、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス
統括部署を設置し、当社及びグループ会社のコンプライ
アンス遵守状況を統合的に把握・管理すると共に、コン
プライアンスに関する体制を整備する。

 （3）  当社は、被監査部門から独立した監査部を設置し、監査
部は、当社及びグループ会社の運営状況の監査を定期的
に実施し、監査結果を取締役会へ報告する。

 （4）  当社は、内部通報管理規則に基づき、役職員の法令違反
行為に関する相談・通報窓口を設け適正に処理すると共
に、通報者等を保護する体制を整備する。

 （5）  当社は、顧客保護等管理方針及び利益相反管理方針を制
定し、当社及びグループ会社のお客さまの保護及び利便
性向上に向けた体制を整備すると共に、お客さまの利益
を不当に害することがないよう利益相反を管理する体
制を整備する。

 （6）  当社は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定
める反社会的勢力への対応に係る基本方針に基づき、市
民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との
関係遮断のための体制を整備する。また、反社会的勢力
からの不当要求等について組織的に対応する。

 （7）  当社は、インサイダー取引未然防止管理規則に基づき、
業務上知り得た当社及びグループ会社の取引先に関す
る未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。

2.   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

   　当社は、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・
管理する態勢を構築する。また、文書管理規程に基づき、株主
総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成
し、保存するものとする。

3.   損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 （1）  当社は、当社及びグループ会社の経営の健全性を確立し、

各種リスクに見合った適正な収益を確保するためにグ
ループリスク管理基本方針を制定する。

 （2）  当社は、当社及びグループ会社の業務の適切性及び健全
性を確保するため、統合的リスク管理規程を制定し、リ
スクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。

 （3）  当社は、リスク管理委員会及びリスク管理統括部署を設置
し、当社及びグループ会社における各種リスクを管理する
と共に、損失の危険を管理するための体制を整備する。

 （4）  当社は、監査部がリスク管理統括部署のリスク管理態勢
の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、リスク管
理態勢の充実強化を図る。

 （5）  当社は、危機発生時において速やかに業務の復旧を図る
ため、業務継続に関する基本方針を制定し、危機管理に
ついて適切に態勢整備を行う。

4.   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

 （1）  当社は、経営目標を定めると共に、経営計画を制定し、適
切な手法に基づく経営管理を行う。

 （2）  当社は、取締役会規程を制定し、取締役会を適切に運営

すると共に、経営会議等を設置し、取締役会より一定事
項の決定等を委任する。経営会議等は、受任事項の決定
のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議
事項を事前に検討する。

 （3）  当社は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的
に行われるよう組織規程、業務分掌規則、及び職務権限
規則等により職務・権限・意思決定のルールを定める。

5.   当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制

 （1）  当社及びグループ会社は、経営理念に基づき、企業集団
としての事業戦略を共有し、グループ一体となった経営
を行う。当社によるグループ会社の管理については、グ
ループ経営管理規程において、子会社等の経営計画等の
重要事項についての協議・報告等に関する基本的なルー
ルを定め、当社グループの健全かつ適切で効率的な運営
を確保する体制を整備する。

 （2）  当社及びグループ会社は、財務報告に係る内部統制の基
本方針に基づき、当社及びグループ会社の財務報告に係
る内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を
確保する。

 （3）  当社及びグループ会社は、グループ内取引等について法
令等に則した適切な対応を行うとともに、グループ内取
引等に係る基本方針、グループ内の業務提携等に係る基
本方針に基づき、当社グループの業務の健全性の確保に
重点を置いた適切な管理を行う。

 （4）  当社は、当社役員、グループ会社（連結子会社・持分法適
用会社）、主要株主等、財務諸表等規則第８条第17項に掲
げる者との間で行う取引（関連当事者間取引）に関して
関連当事者間取引管理に関する基本方針を定め、法令等
に則り各社の業務の健全性及び適切性並びに株主共同
の利益を確保する。

 （5）  監査部は、内部監査に関する基本方針に基づき、業務の
適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正
化を図るために必要な助言を行う。

 （6）  当社は、当社及びグループ会社の役職員がグループ会社
における重大な法令違反その他コンプライアンスに関
する重要な事項を発見した場合に、直ちに当社の取締役
に報告する体制を整備する。また、子会社から当社に報
告を行う基準を明示し、グループ経営上必要となる事項
等に係る報告体制を整備する。

 （7）  当社は、(6)で報告を行った役職員が報告を理由として
不利益な取扱いを受けない体制を整備する。

6.   監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
   　監査役が、その職務について効率性及び実効性を高めるた

め、監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「補助者」とい
う。）を配置する。

7.   前号の補助者の取締役からの独立性に関する事項
 （1）  補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あ

らかじめ監査役の同意を得るものとする。
 （2）  当社は、補助者に業務執行に係る役職を兼務させない体

制を整備する。
8.   取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他

の監査役への報告に関する体制
 （1）  当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役報

告規程に基づき、当社及びグループ会社に著しい損害を
及ぼすおそれがあることを発見したときは、当該事実を
監査役へ報告する。また、監査役は、法令及び諸規則に定
める事項のほか、必要に応じて、取締役及び内部監査部

社外取締役および社外監査役の機能・役割・選任状況

社外取締役および社外監査役

　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社およびグループ会社の「業務の適正を確保するための体制」を整備するため、
以下のとおり、「内部統制基本方針」を取締役会で決議し、その実効性の向上に努めております。また、今後も適宜見直しを行い、内容
の充実を図ってまいります。

内部統制システムの整備の状況
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　オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動、システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または、外生
的な事象により損失を被るリスクなど、業務全般に関する幅広いリスクをいいます。
　当社グループでは、オペレーショナル・リスクをその特性に応じて、事務リスク、システムリスク、法務リスク等に分類し、各リスク
の所管部署、および、統合的管理部署を定め、業務全般にわたるリスクの管理体制を整備しております。

オペレーショナル・リスク管理

◦リスク管理体制図

経営会議

リスク管理委員会

リスク管理部

信用リスク 市場リスク 流動性リスク オペレーショナル・
リスク

取締役会 監査役
監査役会

◦RAF全体フレームの構築

▪経営資源配分の検証
▪ビジネスモデルの持続可能性を検証し、リスクを予兆管理

中計ベースの
中長期シミュレーション

（フォワードルッキング）
のストレスの検証

リスク資本配賦管理
（バックワードルッキング）

のストレスの検証

リスク・アペタイト方針

　多様化するサイバー攻撃の脅威を、リスクの一つとして位置付け、サイバーセキュリティ対策に取組んでいます。サイバーセキュ
リティに係る専門組織を設置し、被害を防ぐため、監視態勢の強化を行い、職員に対し、定期的に標的型攻撃メールを模したメール配
信を行うなどの意識啓発に努めております。

サイバーセキュリティ管理強化への取組み

　リスク・アペタイト・フレームワーク（RAF）とは、事業戦略・財務計画を達成するためのリスク・アペタイトを明確化し、経営管理や
リスク管理を行う枠組みです。RAFの導入によって、経営計画の透明性が向上し、より多くの収益機会を追求できると同時に、リスク
をコントロールした経営が可能となります。当社グループでは、収益・リスク・資本のバランスの取れた持続的成長を図るべく、RAFの
考えに基づき、経営資源配分の検証やビジネスモデルの持続可能性の検証によるリスクの予兆管理などの試行を開始しております。

リスク・アペタイト・フレームワークの試行

指示・管理

報告・協議

子
会
社
等

きらぼし銀行

東京きらぼしリース

きらぼしシステム

きらぼしコンサルティング

きらぼしJCB

きらぼしキャピタル

きらぼしライフデザイン証券

　当社グループでは、リスク管理を経営上の最重要課題の一つとして位置づけ、グループ各社の業務の健全かつ適切な運営を確保す
るため、適切なグループ経営管理（ガバナンス）のもと、グループ全体として各種リスクの的確な管理に努めております。また、リスク
管理規程等の制定・改廃に関する協議やグループのリスク管理体制の整備・確立に向けた方針策定の検討等を行うリスク管理委員会
を設置しているほか、グループのリスク管理の統括部署としてリスク管理部を設置し体制整備を図っております。

リスク管理体制の整備状況

1.    リスク管理を当社グループ経営上の最重要課題として位置付け、各種リスクの特性の概要、リスクの波及等のグループ体制特有のリ
スクの管理を含む当社グループ全体のリスク管理の重要性を認識し、各種リスクの管理体制を構築した上で、的確な管理を行う。

2.    子会社において、健全性等の確保の観点から適切なリスク管理が行われていることを管理する。

グループリスク管理基本方針

　当社グループにおける統合的リスク管理とは、グループ会社が抱える各種リスクを統括し、グループ内でのリスクの波及等、個々
のグループ会社では対応できないグループ体制特有のリスクを統合的に捉え、グループ各社の経営体力（自己資本）と比較対照する
ことで、当社グループ全体のリスクを管理することをいいます。
　当社グループでは、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクについて、リスク量の計測等に基づき想定される最大損失
額を見積り、限られた資本を有効に使用するため、コア資本を配賦原資としたリスク資本配賦を行い、リスク量の実績と比較対照し、
グループの経営体力と比較して過大なリスクを取っていないことを確認し、経営の健全性を維持、確保しております。

統合的リスク管理

　市場リスクとは、金利、株価、為替等のさまざまな市場のリスクファクターの変動により、資産・負債の価値や生み出される収益が
変動し、損失を被るリスクをいい、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクに大別されます。
　当社グループでは、保有限度額や損失限度額等を設定し、その遵守状況のモニタリングやVaR等のリスク量を計測し、配賦された
リスク資本と対比するなど、市場リスク量が過大とならないよう管理しております。
　また、当社グループに重大な影響を及ぼしうる事象を捉えたストレス・シナリオ等を用いて、市場リスクを総合的に評価しており
ます。

市場リスク管理

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクをいいます。
　当社グループでは、特定の先に対する与信が多額となる大口集中リスクや、特定の業種に与信が集中する業種集中リスクについて、
与信全体に占める割合を一定以下に抑えるなど、集中リスクの回避を図り、与信ポートフォリオの健全性の維持に努めております。

信用リスク管理

　流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常より
も著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）、および、市場の混乱等により市場
において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性
リスク）をいいます。
　当社グループでは、資金の運用、調達の状況を適切に管理し、安定した資金繰りを行うとともに、短期間で資金化できる資産を流動
性資産として一定以上保有するなど、流動性リスク管理には万全を期しております。

流動性リスク管理

リスク管理体制
overnance（企業統治）G
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　当社グループのきらぼし銀行では、お客さまからのさまざまなご相談・苦情等
について、専門部署を設置しているほか、指定紛争解決機関である「全国銀行協会
相談室」と契約し、迅速かつ柔軟な問題解決への対応を図っております。

金融ADR制度

一般社団法人
全国銀行協会

連絡先 ／ 全国銀行協会相談室
電話番号 ／ 0570-017109
       または 03-5252-3772

きらぼし銀行が契約している指定紛争解決機関

　当社グループでは、職員や派遣労働者、パートタイマー等が、コンプライアンス上の問題（ハラスメント行為含む）に関する通報、
または相談等に対する適正な対応の仕組みとして、「ホットライン制度」を定めています。
　きらぼし銀行では通報等の受付窓口を、リスク管理部コンプライアンス室及び、顧問弁護士の所属する法律事務所内に設置して
います。 
　この内部通報制度は、通報者の秘密保護のほか、通報者に対する不利益取扱いの禁止について、当社グループの社内規程で厳格
に規定しています。

内部通報制度

　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断し、以下の基本方針を遵守し、
責任ある健全な業務運営を確保します。
1. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、組織として対応し、毅然とした姿勢を貫きます。
2. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察等の外部専門機関と緊密な連携強化に努めます。
3. 反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
4. 反社会的勢力により不当な要求等を受けた場合は、民事及び刑事の法的対応を行うなど、断固として拒絶します。
5. 反社会的勢力に対しては、資金提供や利益供与は断固として拒絶します。

反社会的勢力への対応に係る基本方針

　当社グループは、お客さまの個人情報を適正かつ厳格に取扱うことが社会的責務であることを認識し、以下の基本方針を定
め、これを遵守することによって個人情報の保護に万全を尽くします。
1. 顧客説明
   お取引に際しては、お客さまに適した商品やサービス等を十分

ご理解いただけるよう、法令等に基づいた正確かつ適切な情報
提供および説明に努めます。

2. 顧客サポート
   お客さまからの問い合わせ、相談、要望および苦情などのお客

さまの声については、お客さまの視点に立って真摯かつ適切に対
応するとともに、お客さまによりご満足いただけるよう努めます。

3. 情報管理
   お客さまに関する情報は、法令等に従って適切に取得・利用する

とともに、不正なアクセスや不適切な取扱いによる流出等を防
止するための適切な措置を講じることにより安全管理を徹底し
ます。

4. 外部委託管理
   お客さまとのお取引に関連して、当社グループが行う業務を外

部業者に委託する場合は、お客さまの情報の管理やお客さまへ
の対応が適切に行なわれるよう努めます。

5. 利益相反管理
   お客さまとのお取引に伴い、お客さまの利益が不当に害される

ことのないよう、利益相反の管理に努めます。
6. その他
   その他、お客さまの利便性の向上や取引等の適切性の確保のた

めに業務を適切に管理するよう努めます。
※本方針の「お客さま」とは、「当社グループでお取引されている方および

今後お取引を検討されている方」をいいます。
※本方針の「お取引」とは、当社グループが行う「与信取引(貸付契約およ

びこれに伴う担保・保証契約)、預金等の受入れ、商品の販売、仲介、募集
等においてお客さまと当社グループとの間で業務として行なわれるす
べてのお取引」をいいます。

顧客保護等管理方針

　きらぼし銀行では、お客さまの声を収集・管理し、分析を図り、改善
に努めております。
　また、お客さまの声は、お客さま相談センターにて一元管理し、役員
に情報共有を図っております。

お客さまの声の活用

　当社グループは、マネー・ローンダリング等防止を経営の最重要課題の一つと捉え、不断の検証と高度化に努めるとともに、公
共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を確立することを基本方針としております。
　その重要性を認識しマネー・ローンダリング等防止態勢が有効に機能し、適切性を確保するため、体制整備を行っています。

アンチ・マネー・ロンダリング（AML）・テロ資金供与防止（CFT）への取組み

役員
収集・管理

改善 分析

お客さま
きらぼし銀行

コンプライアンス体制
overnance（企業統治）G

指示・管理

報告・協議

経営会議

コンプライアンス委員会

リスク管理部

取締役会 監査役
監査役会 職員 法令遵守責任者

法令遵守管理者

　当社グループは、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つと捉え、地域金融グループとして社会的使命を柱とした企業倫理
の構築に努めていくとともに、株主に信頼され、お客さまや社会から信頼されるコンプライアンス重視の企業風土の醸成を基本方針
に掲げ、業務の健全性と適切性の確保に努めております。また、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス
に係る事項の施策を企画するとともにコンプライアンス機能の強化を図っているほか、コンプライアンス統括責任者としてリスク
管理部担当役員を、コンプライアンスに係る事項の統括部署としてリスク管理部をそれぞれ設置し体制整備を図っております。

　当社では、反社会的勢力等との関係を遮断するために、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」および「反社会的勢力への対応に
係る基本規則」を制定し体制を整備しております。また、リスク管理部において反社会的勢力に関する情報を一元管理し、当社および
グループ会社は、反社会的勢力に関する情報の収集・共有化に努めております。

コンプライアンス体制の整備状況

反社会的勢力排除に向けた整備状況

◦コンプライアンス体制図

　当社グループは、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと捉え、地域金融グループとして社会的使命を柱とした企業
倫理の構築に努めていくと共に、株主に信認され、お客さまや社会から信頼される、コンプライアンス重視の企業風土の醸成
を図ることを基本方針に定め、その実践のため、以下の「行動原則」を制定します。
1. 銀行の社会的責任と公共的使命
　 社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて揺るぎない信頼の確立を図ります。
2. お客さま第一主義
　   お客さまを第一と考え、お客さまのニーズに応え、創意と工夫を活かし、質の高い金融サービスを提供します。また、お客さまの信頼に

応え、常に真摯な態度でお客さまの期待を追求します。
3. 法令やルールの厳格な遵守
　 あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。
4. 地域社会との一体的発展
　 金融業務を通じて、豊かで活力ある地域社会の経済的、文化的発展に寄与します。
5. 従業員の人権の尊重等
　 従業員の人権、個性を尊重すると共に、安全で働きやすい環境を確保します。
6. 反社会的勢力との関係遮断
　 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。　

コンプライアンス基本方針

子
会
社
等

営業店・本部各部
きらぼし銀行

東京きらぼしリース

きらぼしシステム

きらぼしコンサルティング

きらぼしJCB

きらぼしキャピタル

きらぼしライフデザイン証券
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◦情報提供用冊子（営業店の窓口にご用意しております。）

お客さまにわかりやすい情報提供

・   投資資産の見直し効果を、お客さまへ視覚的にわかりやすくお伝えするツールとして、「ポートフォリオ提案ツール」を活用しています。
・   外訪営業用のタブレット端末を全店に配布し、お客さまのご自宅等を訪問した場合でも店頭窓口と同様な説明ができる態勢を整備し

ました。

・   きらぼし銀行では、保有する投資信託に一定以上の損失を抱えるお客さまへ、定期的にお客さまフォローを実施しています。
・   2020年1月から3月まで、保有ファンドの情報をより多くのお客さまへお伝えすることを目的として、定期的なフォローとは別に

約2万2千先のお客さまを対象としたアフターフォローを実施いたしました。
・   2019年度を通して延べ24,072先をアフターフォローの対象先としました。期間内にお客さまと接触し、フォローを行ったお客さまは

対象先の約84％でした。

お客さまそれぞれに相応しいご提案や販売・アフターフォロー

2017年度 2018年度 2019年度

25,000 100％

90％

80％

70％

60％

95％

85％

75％

65％

55％
50％

（件）

20,000

15,000

10,000

5,000

0

件数（左軸）
実施率（右軸）

100.0%

84.8%84.8%

8,242 9,238

24,07297.0%

◦ポートフォリオ提案ツールの画面イメージ

※画像は、（株）NTTデータ・エービック“Asset Navigator Plus”のポートフォリオ分析画面より抜粋

マネープランガイド 投資信託ガイド

◦アフターフォローの対象件数と実施率

　・金融商品・サービスにおいてグループ全体での専門性の発揮によるコンサルティング機能の提供
　・お客さまとの対話を重んじ、お客さまの最大の満足を共に目指すことを目標とする企業文化の定着
　・お客さまの利益を不当に害することのないよう適切な利益相反の管理
　・ご提供する金融商品・サービスに相応しい合理的な手数料設定を行うとともに、お客さまにわかりやすい情報の提供
　・グループの持つ幅広い情報をお客さまのお役に立てるため、さまざまなツールを活用して分かりやすい説明
　・質の高いコンサルティングの実践やアフターフォローの充実
　・お客さま本位で行動するための人材育成と社内評価制度の態勢整備

お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に則った対応方針

　・お客さまへの最適な商品・サービスの提供
　・適切な利益相反の管理
　・手数料等の透明性向上
　・さまざまなツールを活用して分かりやすい説明
　・職員のレベルアップとアフターフォロー
　・金融商品収益目標を廃止し、あらたにお客さまの満足度による評価の導入

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に則った対応方針に基づくアクションプラン

・   きらぼし銀行では、お客さまの資産形成ニーズに応えることを目指して「コア・サテライト戦略」に基づいたポートフォリオ提案を引き
続き実践してまいりました。

・ 分配金受取を求めるお客さまニーズにより、毎月分配型の販売比率が上昇しました。
・ 資産の安全性を重視するお客さまのニーズにより、比較的値動きが小さい「コアファンド」の販売比率が上昇しました。

お客さまとの対話を重んじ、お客さまの最大の満足を共に目指す主な指標

・   2020年3月末において、投資信託を保有している個人のお客さまのうち、保有中のファンドの運用損益がプラスのお客さまの割合は
26％でした。

・   2019年12月末時点では、運用損益がプラスのお客さまの割合は68%まで向上していましたが、その後新型コロナウイルス感染症拡大
の影響で多くの投資信託の基準価額が下落し、お客さまの運用損益の悪化をもたらしました。

・ 今後も、良質な商品の提供と長期・分散投資の推進により、お客さまの運用損益の向上を図ってまいります。

2017年度 2018年度 2019年度

50%
60%
70%

40%
30%
20%
10%
0%

45.2%
62.0%

22.5%

40,000 30,000 20,000 10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000

2019年 3 月末
2019年 6 月末
2019年 9 月末

2019年12月末2019年12月末
2020年 3 月末

（先数） （先数）

47.5%
47.6%

31.1%

47.2%

74.0%

52.8%

52.5%
52.4%

68.9%
26.0%

運用損益がマイナス 運用損益がプラス

▼ 　 　

▼

「コアファンド」とは、長期・分散・積立投
資に適うバランス型ファンドや、円建債
券等の比較的値動きの少ない安定的な資
産へ投資するファンドとして、当行が選
定したファンドを指します。

◦「コアファンド」の販売比率

◦運用損益がマイナスのお客さまとプラスのお客さまの割合（2019年3月末から各四半期末毎）

お客さま本位の業務運営
overnance（企業統治）G
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区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の

状況（株）
政府および
地方公共

団体
金融機関 金融商品

取引業者
その他の

法人
外国法人等 個人

その他 計
個人以外 個人

株主数（人） 1 45 35 2,077 145 2 8,743 11,048 －

所有株式数（単元） 11,978 114,562 5,710 63,128 43,079 4 60,585 299,046 745,515

所有株式数の割合（％） 4.01 38.31 1.91 21.11 14.41 0.00 20.25 100.00 －

普通株式所有者別内訳 （2020年3月31日現在）

第1回第一種優先株式
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 750 100.00

第二種優先株式
東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 2,000 100.00

普通株式 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数
発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 2,290 7.51

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,261 7.42

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番3号 1,304 4.28

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 1,197 3.93

東京きらぼしフィナンシャルグループ従業員持株会 東京都港区南青山三丁目10番43号 1,003 3.29

株式会社マースグループホールディングス 東京都新宿区新宿一丁目10番7号 590 1.93

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 東京都中央区晴海一丁目8番11号 568 1.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 東京都中央区晴海一丁目8番11号 541 1.77

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 509 1.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 東京都中央区晴海一丁目8番11号 374 1.23
（注） １．  持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
 ２．  持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

大株主 （2020年3月31日現在）

 （単位：百万円）

資本金 27,500

資本金 （2020年3月31日現在）

 （単位：千株）

普通株式 30,650

第1回第一種優先株式 750

第二種優先株式 2,000

発行済株式 （2020年3月31日現在）

東京きらぼしフィナンシャルグループのコーポレートデータ

代表取締役 副社長
北川 嘉一

取締役
常久 秀紀

代表取締役 専務取締役
野邊田 覚

取締役（社外取締役） 三　浦　　隆　治
取締役（社外取締役） 髙　橋　　ゆ　き
取締役（社外取締役） 西　尾　　昇　治

常勤監査役 香　西　　由起夫
常勤監査役 奈良田　　　　徹
監査役（社外監査役） 稲　葉　　喜　子
監査役（社外監査役） 東　道　　佳　代

取締役会長
味岡 桂三

代表取締役 社長
渡邊 壽信

株主総会

取締役会監査役室

経営会議

リスク管理部事業戦略部

連携推進室

経営企画部

監査部

指名・報酬協議会

委員会
▪コンプライアンス委員会
▪リスク管理委員会
▪ALM委員会

監査役監査役会

役員 （2020年7月1日現在）

組織図 （2020年7月1日現在）

※赤字は女性を表します。

IT戦略室
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株主総会

監査役 監査役会

監査役室

経営企画部
秘書室

財務室

ダイバーシティ推進室
リスク管理室

コンプライアンス室
滝野川事務センター
守谷事務センター
相模原事務センター
デジタル戦略室
市場営業室
市場事務室
市場ローン室

リテール営業室
前給事業室

クレジット業務センター
ローン管理室

相模原カスタマーセンター
多摩カスタマーセンター

支店
支店
支店
支店
支店
支店
支店

本店営業部
新宿本店営業部
東京みらい営業部
神田中央支店
日本橋支店
渋谷中央支店

京王ステーション支店
インターネット支店
ローンプラザ
ビジネスセンター

人事部
リスク管理部

事務統括部

システム統括部

個人ローン室融資審査部
融資管理部
融資統括部

市場金融部

営業統括部

SF部
コンサルティング事業部

海外戦略部
城東地域本部

城北・西東京地域本部
城西地域本部
城南地域本部
多摩地域本部

営
　
　業
　
　本
　
　部

営
業
推
進
本
部

審
査
本
部

町田・横浜・川崎地域本部
相模原・県央地域本部

監査部

資産監査室

委員会

取締役会

経営会議

信託営業室
信託業務管理室
信託事務管理室

信託事業部

組織図 （2020年7月1日現在）

 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数
※（　）内は発行済株式総数に対する所有株式数の割合

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 14,858（100.00）
※  2020年6月26日付で、当社の所在地は東京都港区南青山三丁目10番43号へ移転しております。

大株主 （2020年3月31日現在）

きらぼし銀行のコーポレートデータ

2018年3月31日 2019年3月31日 2020年3月31日
従業員数 3,121人 2,903人 2,756人
　男性 2,014人 1,854人 1,756人
　女性 1,107人 1,049人 1,000人
嘱託および臨時従業員 1,423人 1,216人 1,270人
平均年齢 40歳6ヵ月 41歳4ヵ月 41歳11ヵ月
平均勤続年数 16年2ヵ月 17年4ヵ月 17年10ヵ月
平均給与月額 415千円 425千円 425千円

（注） １．  2018年3月31日は、3行合算の計数を表示しております。
 ２．  平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
 ３．  平均給与月額は、賞与を除く3月中の平均給与月額であります。

従業員の状況

常務取締役
澁谷 浩

常務取締役
三浦 毅

取締役
取締役 常務執行役員 安　田　　信　幸
取締役 常務執行役員 水　藤　　有　仁
取締役 執行役員 田　中　　俊　和

監査役
常勤監査役 篠　崎　　　　徹
常勤監査役 坪　井　　克　哉
監査役（社外監査役） 河　合　　和　宏
監査役（社外監査役） 中　野　　智　美

執行役員
専務執行役員 市　村　　尚　裕
常務執行役員 林　　　　義　文
常務執行役員 海老原　　隆　幸
執行役員 朝　倉　　博　文
執行役員 石　脇　　祐　二
執行役員 沼　田　　正　則
執行役員 内　田　　秀　樹
執行役員 大　塚　　延　郎

執行役員 中　野　　良　明
執行役員 太　田　　　　学
執行役員 増　村　　智　彦
執行役員 鈴　木　　章　二
執行役員 上　村　　克　巳
執行役員 小　勝　　基　弘
執行役員 大和田　　健　二
執行役員 石　田　　卓　也

役員 （2020年7月1日現在）

取締役頭取（代表取締役）
渡邊 壽信

取締役会長（代表取締役）
北川 嘉一

専務取締役（代表取締役）
常久 秀紀

※赤字は女性を表します。
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東京きらぼしフィナンシャルグループの事業内容 （2020年3月31日現在）

きらぼし銀行の主な業務内容 （2020年3月31日現在）

 1．預金業務 ①預　　　金　当座預金、普通預金、決済用普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、
　　　　　　　納税準備預金、外貨預金等を取扱っております。
②譲渡性預金　譲渡可能な定期預金を取扱っております。

 2．貸出業務 ①貸　　　付　手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。
②手形の割引　銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っております。

 3．信託業務 金銭債権信託である公共工事代金債権信託「コントラスト」や不動産管理信託「ワン・トラスト」等を取扱っております。
 4．商品有価証券売買業務 国債等公共債の売買業務を行っております。
 5．有価証券投資業務 預金の支払準備および資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他証券に投資しております。
 6．内国為替業務 送金為替、振込および代金取立等を取扱っております。
 7．外国為替業務 輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。
 8．社債等の受託業務 債券の受託業務、公社債の募集受託等に関する業務を行っております。
 9．金融商品取引業務 金融先物・オプション取引、証券先物・オプション取引を行っております。
10．確定拠出年金業務 確定拠出年金法における運営管理業務を行っております。
11．附帯業務 ①代理業務

　◇日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店および国債代理店業務
　◇地方公共団体の公金取扱業務
　◇勤労者退職金共済機構等の代理店業務
　◇株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金
　　の支払い代理業務
　◇日本政策金融公庫、住宅金融支援機構等の代理貸付業務
　◇信託代理店業務および併営業務代理店業務
　◇損害保険代理店業務
　◇生命保険代理店業務

②保護預りおよび貸金庫業務
③有価証券の貸付
④債務の保証（支払承諾）
⑤公共債の引受
⑥国債等公共債および投資信託の窓口販売業務
⑦コマーシャル・ペーパー等の取扱い
⑧金融商品仲介業務

 1．経営管理 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯関連する一切の業務
 2．その他 その他銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務

グループ企業情報

事業系統図 （2020年6月30日現在）

銀行業

その他

株
式
会
社
東
京
き
ら
ぼ
し
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

株式会社きらぼし銀行

その他

その他

その他

きらぼしキャピタル株式会社

きらぼしライフデザイン証券株式会社

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
（投資信託委託業務）
（国内持分法適用関連会社）

本店ほか支店153、出張所10
きらぼし信用保証株式会社

（住宅ローン等の保証業務）（国内連結子会社）
八千代信用保証株式会社

（住宅ローン等の保証業務）（国内連結子会社）

きらぼしサービス株式会社
（建物の清掃、保守管理業務、広告宣伝用品等の調達・管理業務）
（国内連結子会社）
きらぼしビジネスサービス株式会社

（メール、回金、事務集中業務）（国内連結子会社）
株式会社きらぼしクレジットサービス

（集金代行業務）（国内連結子会社）
きらぼしテック株式会社
(フィンテックを活用したサービスの開発と提供）（国内連結子会社）
綺羅商務諮詢（上海）有限公司 

（企業管理コンサルティング業務、貿易情報コンサルティング業務、投資コンサルティング業務）
（海外連結子会社）
KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY LIMITED

（管理コンサルティングサービス、市場調査･世論調査サービス）
（海外連結子会社）

（連結子会社）

（連結子会社）

その他きらぼしJCB株式会社
（連結子会社）

その他株式会社きらぼしコンサルティング
（連結子会社）

その他きらぼしシステム株式会社
（連結子会社）

リース業東京きらぼしリース株式会社
（連結子会社）

（連結子会社）

上記以外の非連結子会社
•東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合
•きらぼしキャピタル・マーキュリアインベストメント投資事業有限責任組合
•きらぼしキャピタル夢・はばたき１号投資事業有限責任組合

子会社等 （2020年3月31日現在）

（注） １．上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは株式会社きらぼし銀行及びきらぼし証券準備株式会社であります。
 ２．  上記関係会社のうち、株式会社きらぼし銀行及び東京きらぼしリース株式会社の経常収益（連結会社相互間の内部取引を除く）は、連結財務諸表の経常収益の100

分の10を超えております。
 ３．  「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、［　］内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な

関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に
よる所有割合（外書き）であります。

 ４．  「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（　）内は、当社の役員（内書き）であります。
 ５．  2019年5月28日付で、株式会社きらぼし銀行の持分法適用会社の東京きらぼしリース株式会社を連結子会社とするとともに、2019年6月20日に同行の完全子会

社としております。
 ６． 2019年8月1日付で、きらぼしシステム株式会社・きらぼしJCB株式会社ならびに東京きらぼしリース株式会社は、当社が直接出資する完全子会社となっております。
 ７．  2019年8月9日付で、ベトナム・ホーチミン市に株式会社きらぼし銀行が100%出資するKIRABOSHI BUSINESS CONSULTING VIETNAM COMPANY 

LIMITEDを設立し、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
 ８．  2019年12月27日付で、当社が100%出資するきらぼし証券準備株式会社を設立し、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。同社は、「きらぼしライフ

デザイン証券株式会社」に商号変更の上、2020年8月に開業を予定しております。

 （単位：百万円、％）

会社名 所在地 設立年月日 資本金 主要事業内容

議決権の 
所有（又は 

被所有）割合
（％）

株式会社きらぼし銀行 東京都港区南青山3-10-43 1954年 1 月 8 日 43,734 銀行業
100.0

（－）
［－］

東京きらぼしリース株式会社 東京都千代田区神田小川町3-3 1975年 6 月 5 日 305 総合リース業
100.0

（－）
［－］

きらぼしシステム株式会社 東京都千代田区神田小川町3-3 1980年 1 月29日 20
電子計算機による情報処理
業務の受託、電子計算室運
営管理の受託

100.0
（－）
［－］

株式会社きらぼしコンサルティング 東京都港区南青山3-10-43 1984年 7 月10日 50
企業経営に関する総合コン
サルティングの業務、セミ
ナー、講演会の開催

100.0
（－）
［－］

きらぼしJCB株式会社 東京都台東区東上野1-7-15 1989年 9 月25日 30 クレジットカード業務
100.0

（－）
［－］

きらぼしキャピタル株式会社 東京都港区南青山3-10-43 2018年 9 月 3 日 75

投資事業組合（ファンド）
の組成・運営等に関する業
務その他上記に附帯または
関連する業務

100.0
（－）
［－］

きらぼし証券準備株式会社 東京都港区南青山3-10-43 2019年12月27日 3,000 証券業務の開始に向けた準
備会社

100.0
（－）
［－］

きらぼしサービス株式会社 東京都新宿区新宿5-9-2 1975年 1 月23日 10
建物の清掃、保守管理業務、
広告宣伝用品等の調達・管
理業務

100.0
（100.0）

［－］

きらぼし信用保証株式会社 東京都千代田区神田小川町3-3 1977年 7 月21日 760 住宅ローン等の保証業務
100.0

（100.0）
［－］

八千代信用保証株式会社 神奈川県相模原市中央区
相模原4-6-1 1983年11月30日 342 住宅ローン等の保証業務

100.0
（100.0）

［－］

きらぼしビジネスサービス株式会社 東京都北区滝野川3-1-1 1989年 8 月31日 10 メール、回金、事務集中業務
100.0

（100.0）
［－］

株式会社きらぼしクレジットサービス 東京都豊島区東池袋2-61-3 1991年 4 月12日 30 集金代行業務
100.0

（100.0）
［－］

綺羅商務諮詢(上海)有限公司
（Kiraboshi Business Consulting 
Shanghai Co., Ltd.）

中国上海市黄浦区淮海中路918号
久事復興大廈24-C1室 2009年 8 月 6 日 米ドル

250,000

企業管理コンサルティング
業務、貿易情報コンサルティ
ング業務、投資コンサルティ
ング業務

100.0
（100.0）

［－］

きらぼしテック株式会社 東京都港区南青山3-10-43 2017年11月 1 日 50 フィンテックを活用した
サービスの開発と提供

100.0
（100.0）

［－］

KIRABOSHI BUSINESS CONSULTING 
VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 6A, Level 6, Saigon Centre 
Tower 1, 65 Le Loi Street, Ben 
Nghe Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

2019年 8 月 9 日 米ドル
250,000

管理コンサルティングサー
ビス、市場調査･世論調査
サービス

100.0
（100.0）

［－］

（持分法適用関連会社）
スカイオーシャン・アセットマネジメント
株式会社

神奈川県横浜市西区
みなとみらい3-1-1 2014年11月25日 300 投資信託委託業務

15.0
（－）
［－］
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●

　　　●
大和支店

●金森出張所

●戸田支店

●鳩ヶ谷支店

●朝霞支店

●秋津支店

●東久留米支店

●滝山支店

●相原支店

　　　　　│ 
│ ●二本松支店・

●城山支店 

●
橋本支店

横浜西口支店
●

●湘南台支店

●高座渋谷支店● 厚木支店

●海老名支店
●希望が丘支店

●
中山支店

●
市が尾支店

●瀬谷支店さがみ野支店 ●

●ひばりが丘出張所
●南林間支店

相武台支店 ●

●長津田支店
●南町田支店

●成瀬支店

●
東林間支店相模台支店 ●

相模大野支店 ●

町田支店 ●
大沼支店 ●

●旭町出張所　 ●

●町田木曽支店
　　    ●
 南渕野辺
 　　支店

淵野辺支店 ●

●鶴川支店
■

相模原支店・
● 相模原法人営業部

古淵支店

●

千代田出張所

　　　●
上溝支店

田名支店 ●

●八王子支店・
●八王子中央支店・
●西八王子支店
│
■

■

■

●豊田支店

●堀之内支店・

■─ ●立川支店・
　　 ●昭島支店

●小平支店

西国分寺支店
●

●百草支店

多摩支店
● ●若葉台支店

稲城支店
●

狛江支店●

● 神代出張所

■

梶ヶ谷支店・

●成瀬台出張所
●玉川学園支店

武蔵野支店●
三鷹支店・●

●
●

●百草園支店
●中河原支店・

●府中支店・
●東府中支店
│

│

■
│
■

■

稲城向陽台支店 ●

●新百合ケ丘支店

● 和泉多摩川支店

●登戸支店・
●稲田堤支店
　　　　　│

│

│ 　　　　　■

●久地支店

●調布支店・
●武蔵境南支店

■

横浜支店 ●

保谷支店・
東伏見支店

●青梅支店

●久米川支店・─■

─

─

■

●久米川駅前支店　　　 

●

船橋支店 ●

● 大森支店

■│
● 蒲田支店・
● 西六郷支店

●目黒支店

■ 
│ 

● 渋谷支店・
● 渋谷中央支店・

● 青山通支店 

●自由が丘支店

●祖師谷支店

●鳥山支店・
●富士見ヶ丘支店
│
■

│
■●

高円寺支店

上石神井支店●

●石神井支店

●大泉支店
●

赤塚支店

●

●中板橋支店
● ●滝野川支店

●新小岩支店・

●八丁堀支店

●神田支店

●新宿本店営業部・
●東新宿支店・
●西大久保支店

● 代々木支店

●
●幡ケ谷支店

笹塚支店
●

●
九品仏支店

●武蔵小山支店
●五反田支店

●
学芸大学駅前支店

世田谷支店●

●代田支店

●
麻布支店

●
●

浜松町支店

新橋オフィス

川崎法人営業オフィス

新宿支店●

●中野支店・
阿佐ヶ谷支店●

●上石神井北支店

●大泉学園駅前支店 ■─●練馬支店・
　　●豊島園支店

●
上板橋支店

●江古田支店
●
小竹向原出張所

●板橋本町支店
●王子支店

●王子北出張所

●
竹ノ塚支店

●千住支店

●三河島支店
●

●
神田中央支店
　　　●

●茅場町支店・
●東日本橋支店

■■
■

日本橋支店●
■ 深川支店・

●
南砂特別出張所

●錦糸町支店・
錦糸町駅北口オフィス

●城東支店■
●

東陽町支店●
●

船堀支店

●

■ 

●

小岩支店●

立石支店

●吾嬬支店

■─●亀有支店
　　●北綾瀬支店

■
●池袋支店・
●東池袋支店・
●西池袋支店

椎名町支店

板橋支店

春日町支店

御徒町支店・

代々木上原出張所

● 本店営業部
● 新橋法人営業部
● 東京みらい営業部

●京王ステーション支店
●インターネット支店

│ 

● 原宿支店

●

●

千葉
1
店舗

神奈川
36
店舗

東京都
124
店舗

埼玉
3
店舗

東京
23区

営業店舗 164店舗 ■ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）方式で営業しております

店舗ネットワーク（2020年4月1日現在）
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川崎市 

川崎法人営業オフィス
川崎市川崎区駅前本町

3-1
NMF川崎東口ビル11階

044-211-0211

梶ヶ谷支店
久地支店

川崎市高津区末長
1-44-14

044-865-7411
044-863-7501

登戸支店
稲田堤支店

川崎市多摩区登戸
1874

044-933-5111
044-281-0102

新百合ケ丘支店
川崎市麻生区万福寺

1-17-1
044-966-1811

横浜市 

横浜西口支店
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル17階
045-620-9616

市が尾支店
横浜市青葉区市ケ尾町

1063-4
045-971-8621

中山支店
横浜市緑区中山

1-23-23
045-931-6711

長津田支店
横浜市緑区長津田

5-3-10
045-981-1411

横浜支店 横浜市中区本町2-22
045-201-4055

希望が丘支店 横浜市旭区東希望が丘100
045-363-3111

瀬谷支店 横浜市瀬谷区中央3-6
045-303-2331

大和市 

南林間支店 大和市南林間1-12-16
046-274-7771

大和支店 大和市大和南1-4-4
046-261-3241

高座渋谷支店 大和市渋谷6-10-5
046-267-2511

厚木市 

厚木支店 厚木市田村町6-7
046-295-1411

海老名市 

さがみ野支店 海老名市東柏ケ谷2-23-1
046-232-1611

海老名支店 海老名市中央1-11-14
046-233-8393

座間市 

ひばりが丘出張所 座間市ひばりが丘2-33-16
046-256-4111

相武台支店 座間市相武台4-15-49
046-254-9111

相模原市 

二本松支店
城山支店

相模原市緑区二本松
3-1-10

042-773-4311
042-703-4760

橋本支店
相模原市緑区橋本

3-12-3
042-772-6161

淵野辺支店
相模原市中央区淵野辺

3-7-13
042-752-5111

千代田出張所
相模原市中央区千代田

5-2-15
042-757-0931

相模原支店
相模原法人営業部

相模原市中央区相模原
3-8-17

042-753-1211
042-755-2331

南渕野辺支店
相模原市中央区共和

3-15-10
042-756-1211

上溝支店
相模原市中央区上溝

5-14-3
042-762-4111

田名支店
相模原市中央区田名

4489-1
042-763-4111

東林間支店
相模原市南区上鶴間

6-31-7
042-747-3311

相模大野支店
相模原市南区相模大野

3-1-2
042-746-2111

相模台支店
相模原市南区南台

3-20-1
042-742-2121

大沼支店
相模原市南区若松

3-32-11
042-748-3411

古淵支店
相模原市南区古淵

2-16-3
042-776-3511

藤沢市 

湘南台支店 藤沢市湘南台1-9-5
0466-46-3511

 神奈川県

ローンプラザ渋谷 渋谷区宇田川町33-7
アイ・アンド・イー渋谷ビル5階

03-3461-1600

営業時間 平日� 9:00～17:00

ローンプラザ新宿 新宿区西新宿7-10-7
加賀谷ビル5階
0120-103-206

営業時間 平日� 9:00～17:00
土・日曜�10:00～17:00

ローンプラザ西国分寺 国分寺市泉町3-35-1
西国分寺支店2階
042-359-3645

営業時間 平日� 9:00～17:00

ローンプラザ町田 町田市原町田6-14-14
町田支店2階

042–722–4921

営業時間 平日� 9:00～15:00
� （9:00～17:00）
日曜� 9:30～16:30
� （9:30～16:30）

ローンプラザ若葉台 稲城市若葉台2-4-1
若葉台支店併設
042–350–5669

営業時間 平日� 9:00～17:00
土曜� 10:00～17:00
（第2・第4）

（　）内は電話でのお問い合わせ時間です。

 住宅ローン専門窓口

船橋市 

船橋支店
船橋市本町7-6-1
ツインビル内

047-424-6141

 千葉県

 店舗外ATM

■�ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）方式で営業しております

鶴川支店 町田市能ケ谷1-4-9
042-734-3311

青梅市 

青梅支店 青梅市仲町250
0428-22-3141

狛江市 

狛江支店 狛江市東和泉1-30-4
03-3489-5171

和泉多摩川支店 狛江市猪方3-25-4
03-3488-3011

西東京市 

保谷支店
東伏見支店

西東京市富士町
4-13-24

042-461-7951
042-463-9001

東久留米市 

滝山支店 東久留米市滝山5-1-19
042-474-7211

東久留米支店 東久留米市本町1-2-20
042-473-5151

多摩市 

多摩支店 多摩市諏訪5-5-1
042-374-1211

稲城市 

稲城支店 稲城市大丸92-18
042-377-1321

稲城向陽台支店 稲城市向陽台3-7-2
042-378-5811

若葉台支店 稲城市若葉台2-4-1
042-331-0088

インターネット支店 多摩市山王下1-1
0120-186-103

京王ステーション支店 多摩市山王下1-1
0120-860-984

 東京都
川口市 

鳩ヶ谷支店 川口市坂下町2-2-14
048-283-1551

戸田市 

戸田支店 戸田市新曽218
048-444-4551

朝霞市 

朝霞支店 朝霞市根岸台5-1-1
048-466-0331

 埼玉県

ビジネスプラザ渋谷 渋谷区宇田川町33-7
アイ・アンド・イー渋谷ビル5階

03-5459-3655

営業時間 平日� 9:00～15:00
� （9:00～17:00）

（　）内は電話でのお問い合わせ時間です。

 スモールビジネスローン取扱窓口

東京都
六本木一丁目駅前出張所
三田病院内出張所
錦糸町駅北口出張所
東新宿駅前出張所
高円寺出張所
東京山手メディカルセンター内出張所
常盤台出張所
（ときわ台駅南口神崎ビル1階）
くるる出張所
（くるる1階）
百草団地出張所
百草園出張所
高幡台団地内出張所
堀之内駅南口前出張所
JR町田駅出張所
（JR町田駅中央改札口横）
原町田4丁目出張所
（サウスフロントタワー町田シエロ1階）
木曽団地出張所
（町田木曽住宅管理事務所横）
玉川学園内（本部棟内）出張所
玉川学園内（大学1号館内）出張所
スーパー三和鶴川店出張所
（スーパー三和鶴川店内）
金井出張所
（スーパー三和金井店敷地内）
スーパー三和出張所
（スーパー三和稲城店内）

神奈川県
イオンモール大和出張所
（イオンモール大和2階）
スーパー三和西橋本店出張所
（スーパー三和西橋本店敷地内）
峡の原出張所
（峡の原工業団地協同組合事務所正面玄関）
橋本ビーズモール出張所
（ビーズタワー橋本W棟1階）
淵野辺本町出張所
（グルメシティ淵野辺本町店敷地内）
JR相模原駅出張所
（JR相模原駅ビル�セレオ相模原3階）
相模原南口ビル出張所
（相模原南口ビル1階）
矢部出張所
（フードワン矢部店敷地内）
ウェルネスさがみはら出張所
（ウェルネスさがみはら1階）
相模原市役所出張所
（相模原市役所本庁舎前）
イオン相模原店出張所
（イオン相模原店1階）

京王ステーション支店 京王駅ATM設置駅

新宿駅　　　　初台駅　　　　明大前駅
八幡山駅　　　千歳烏山駅　　仙川駅
飛田給駅　　　中河原駅　　　高幡不動駅
北野駅　　　　京王稲田堤駅
若葉台駅　　　京王永山駅
京王多摩センター駅　　　　京王堀之内駅
南大沢駅　　　多摩境駅　　　橋本駅
渋谷駅　　　　永福町駅　　　高井戸駅
久我山駅
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本店営業部
原宿支店

港区南青山3-10-43
03-6447-5760
03-3403-7371

千代田区 

神田支店
千代田区内神田2-3-4
S-GATE大手町北2階
03-3254-2311

神田中央支店 千代田区神田小川町3-3
03-3293-5941

中央区 

茅場町支店
東日本橋支店

中央区日本橋茅場町
2-10-5

03-3666-1551
03-3662-1171

日本橋支店 中央区日本橋3-5-14
03-3272-2381

八丁堀支店 中央区入船2-1-1
03-3553-7111

港区 

浜松町支店 港区芝大門2-12-10
03-3435-1901

麻布支店 港区麻布十番3-1-2
03-3452-1301

東京みらい営業部
新宿SG出張所
蒲田SG出張所
上野SG出張所
立川SG出張所
錦糸町SG出張所
池袋SG出張所
渋谷SG出張所
新橋SG出張所

港区南青山3-10-43
03-6271-1210

新橋法人営業部 港区南青山3-10-43
03-6447-5767

新橋オフィス 港区新橋3-1-11
03-3591-7750

目黒支店 港区白金台3-19-1
03-5449-6761

台東区 

御徒町支店
三河島支店

台東区東上野1-7-15
03-3831-4131
03-3834-4205

文京区 

春日町支店 文京区小石川1-1-17
03-3813-7131

北区 

王子支店 北区王子2-13-5
03-3912-2131

王子北出張所 北区豊島5-5-5
03-3912-7131

滝野川支店 北区滝野川3-1-1
03-3918-5187

足立区 

千住支店
足立区千住中居町

28-3
03-3882-1101

竹ノ塚支店
足立区西竹の塚

2-2-8
03-3897-5111

葛飾区 

立石支店 葛飾区立石7-23-4
03-3697-6171

新小岩支店
小岩支店

葛飾区西新小岩
4-39-17

03-3694-5561
03-5654-9361

亀有支店
北綾瀬支店

葛飾区亀有3-17-3
03-3603-2151
03-5647-7431

墨田区 

吾嬬支店 墨田区八広2-53-7
03-3612-7121

錦糸町駅北口オフィス
墨田区錦糸1-5-14

サンヨー堂錦糸ビル3F
03-5610-9107

江戸川区 

葛西支店
江戸川区中葛西

3-37-16
03-3675-3211

船堀支店 江戸川区船堀1-7-13
03-3877-1421

江東区 

深川支店
東陽町支店

江東区高橋12-1
03-3634-1151
03-3634-0305

南砂特別出張所 江東区南砂2-3-14
03-3649-1911

錦糸町支店
城東支店

江東区大島3-1-14
03-3682-6101
03-3681-4141

品川区 

五反田支店
品川区西五反田

1-29-1
03-5437-0051

武蔵小山支店 品川区小山3-23-13
03-3783-5411

大田区 

大森支店 大田区中央1-7-1
03-3772-7151

蒲田支店
西六郷支店

大田区蒲田5-29-6
03-3738-0101
03-3739-5411

渋谷区 

渋谷支店
渋谷中央支店
青山通支店

渋谷区宇田川町33-7
03-6416-0262
03-3461-9191
03-6416-9980

代々木支店 渋谷区初台1-52-1
03-3378-2211

幡ケ谷支店 渋谷区幡ヶ谷1-2-2
03-3379-2411

代々木上原出張所 渋谷区西原3-23-7
03-3466-7111

笹塚支店 渋谷区笹塚2-15-2
03-3376-6211

目黒区 

学芸大学駅前支店 目黒区鷹番3-14-11
03-3714-1171

世田谷区 

世田谷支店 世田谷区上馬3-18-11
03-3424-1401

代田支店
世田谷区羽根木

1-3-14
03-3322-7311

烏山支店
富士見ヶ丘支店

世田谷区南烏山6-3-13
03-3308-6611
03-6279-5050

祖師谷支店 世田谷区砧8-10-1
03-3416-3151

自由が丘支店 世田谷区奥沢5-24-8
03-3717-2171

九品仏支店 世田谷区奥沢6-12-5
03-3703-1111

新宿区 

新宿本店営業部
東新宿支店
西大久保支店

新宿区新宿5-9-2
03-3352-2250
03-3341-4691
03-3353-8790

新宿支店 新宿区西新宿1-20-3
03-5323-0851

中野区 

中野支店
阿佐ヶ谷支店

中野区中央5-1-3
03-3383-0711
03-5385-8052

杉並区 

高円寺支店
杉並区高円寺南

4-27-6
03-3312-8301

豊島区 

池袋支店
東池袋支店
西池袋支店

豊島区東池袋2-61-3
03-3982-6131
03-3983-3221
03-3984-5851

椎名町支店 豊島区長崎2-12-13
03-3973-1135

板橋区 

板橋本町支店 板橋区本町14-11
03-3961-6181

板橋支店 板橋区板橋1-17-1
03-3963-3681

中板橋支店 板橋区弥生町35-7
03-3972-3221

小竹向原出張所 板橋区向原2-36-4
03-3955-5101

上板橋支店 板橋区常盤台4-33-12
03-3934-1511

練馬区 

江古田支店 練馬区栄町6-5
03-3994-4321

石神井支店
練馬区石神井町

3-26-8
03-3995-1181

上石神井支店
練馬区上石神井

1-16-24
03-3929-8811

上石神井北支店
練馬区上石神井

2-34-12
03-3920-1581

大泉支店 練馬区大泉町2-63-8
03-3978-3211

大泉学園駅前支店
練馬区東大泉1-28-1

リズモ大泉学園
03-3924-7211

練馬支店
豊島園支店

練馬区春日町4-16-4
03-3970-6111
03-5848-2291

赤塚支店 練馬区北町3-20-6
03-3932-4191

三鷹市 

三鷹支店
武蔵野支店

三鷹市下連雀4-15-44
0422-44-8251
0422-79-0024

調布市 

神代出張所
調布市西つつじヶ丘

4-23
042-483-0311

調布支店
武蔵境南支店

調布市菊野台1-28-13
042-482-9131
042-426-7128

府中市 

中河原支店
百草園支店

府中市住吉町1-32-1
042-360-7711
042-306-7881

府中支店
東府中支店

府中市寿町1-1
042-362-7111
042-369-3311

国分寺市 

西国分寺支店 国分寺市泉町3-35-1
042-327-2801

小平市 

小平支店
小平市学園東町

1-3-7
042-345-4311

東村山市 

秋津支店
東村山市秋津町

5-6-1
042-393-9611

久米川支店
久米川駅前支店

東村山市栄町2-20-1
042-394-3711
042-392-1611

立川市 

立川支店
昭島支店

立川市柴崎町3-9-21
042-522-7101
042-512-5701

日野市 

豊田支店 日野市多摩平1-2-13
042-585-1511

八王子市 

八王子支店
八王子中央支店
西八王子支店

八王子市八幡町11-5
042-623-0151
042-622-6161
042-634-9331

堀之内支店
百草支店

八王子市別所2-1
042-674-1271
042-676-2821

町田市 

南町田支店 町田市小川6-1-37
042-795-6411

町田支店 町田市原町田6-14-14
042-722-2121

旭町出張所 町田市旭町1-4-1
042-728-5221

金森出張所 町田市金森東1-11-36
042-721-7311

町田木曽支店 町田市木曽東4-16-15
042-791-2221

玉川学園支店 町田市玉川学園2-7-8
042-726-2301

成瀬台出張所 町田市成瀬台3-6-41
042-726-5155

成瀬支店 町田市成瀬7-3-1
042-726-4111

相原支店 町田市相原町1254-6
042-774-1611
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本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。こうした記述は、
将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するもの
です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があること
にご留意ください。




